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本計画書は、海老名市下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う課題等の整理を行い、下水道事業

の法適用に向けての基本計画を作成することを目的とする。 

海老名市の下水道事業は、昭和 47 年度に市の中心部 199.5ha を対象に事業認可を受け、本格的に下

水道工事に着手して以来、公衆衛生の向上と生活環境の改善及び浸水被害の解消などを目指して、都

市の健全な発展に努めてきた。 

下水道事業着手から 40 年以上が経過し、施設の老朽化対策、大規模地震対策、浸水対策、未整備地

区の生活排水処理対策など様々な課題を抱えるようになった。これらを受けて海老名市下水道事業で

は「海老名市下水道総合計画-下水道中期ビジョン- 平成 24 年 3 月」（以下、中期ビジョンという。）

を策定し、市民が将来にわたり安心して利用できる下水道への取り組みを進めているところである。 

中期ビジョンでは、下水道事業の経営改善として、「安定的かつ健全な下水道事業の経営改善を目的

として、下水道事業の地方公営企業法の適用を見据え、企業会計方式での会計処理への移行や受益者

負担に対する考え方等について検討し、下水道事業の経営手法の見直しに取り組む」ことが明記され

ている。

第１章 目的 
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海老名市の下水道事業は、昭和 44 年から始まった相模川流域下水道事業着手に呼応し、昭和 48 年

3 月に市街化区域の 1,314ha を対象に事業計画認可を受けてスタートし、昭和 53 年 5 月 1 日より供用

開始し、以降流域幹線の整備に整合させて順次事業を拡大してきた。平成 24 年度末における下水道普

及率は人口普及率 95.3％、浸水対策達成率 41.3%である。 

図2.1 相模川流域下水道計画概要図（神奈川県ＨＰより）

表2.1 海老名市公共下水道の主要な施設（平成 24年度末） 

管路施設 管路整備延長 マンホール形式ポンプ場（箇所） 

公共下水道 315,847.69ｍ（汚水） 

 99,529.08ｍ（雨水） 

1 

第２章 海老名市の下水道事業 

第１節 下水道事業の概要 
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       図 2.2 海老名市公共下水道事業下水道計画区域（汚水） 

汚水の排除が可能な区域 
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図 2.3 海老名市公共下水道事業下水道計画区域（雨水） 

雨水の排除が可能な区域 
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表 2.2 海老名市下水道事業の沿革（主たる出来事） 

年度 出来事 

昭和 47年度 公共下水道事業に着手 

昭和 50年度 公共下水道事業変更認可（期間延伸） 

昭和 53年度 一部区域で供用開始 

下水道人口普及率は 13.6% 

下水道使用料の徴収を開始 

昭和 55年度 公共下水道事業変更認可（西下原汚水幹線） 

昭和 63年度 下水道人口普及率 50％を超える 

平成 11年度 公共下水道事業変更認可（幹線ルート変更） 

下水道人口普及率 90％を超える 

平成 15年度 都市下水路を公共下水道に編入 

平成 19年度 公共下水道事業変更認可（雨水計画変更） 

平成 25年度 地方公営企業法適用に向けた基本計画策定 

平成 29年度 地方公営企業法適用（予定） 
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海老名市の下水道事業は昭和 47 年度の事業着手以来、普及促進に努め平成 24 年度末現在、汚水処

理人口普及率は 95.3％に達している（図 2.4 参照）。下水道の普及促進により、公共用水域における

水質改善に大きく寄与してきた（図 2.5参照）。 

100％までには 4.7％の未整備区域が残っており、現在合併浄化槽、単独浄化槽及び汲み取り処理で

対応している。神奈川県では「神奈川県生活排水処理施設整備構想」により平成 43年度までに生活排

水の 100％処理を目標としており、本市もこれに向けて未整備区域の普及促進に取り組んでいくとこ

ろである。 

0

20

40

60

80

100

120

S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H02 H04 H06 H08 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24

普
及
率
（
％
）

図2.4 汚水処理人口普及率の年度推移 

図 2.5 普及率と公共用水域水質の年度推移（中期ビジョンより）

第2節 下水道事業の現状と課題 

①平成 24年度末の汚水処理人口普及率は 95.3％であり、平成 43 年度までに 100％を目指し普

及促進を継続する。 

②布設後 30 年を経過している施設が全体の 8％程度を占め、今後は下水道管路施設の維持管理

及び地震対策等の高機能化が主たる事業となる。 

③平成 24 年度末の浸水対策達成率は 41.3％であり、頻発する都市型浸水被害に強いまちづく

りを目標に整備を継続する。 

（１）汚水処理人口普及率95.3％

95.3% 
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○増加する老朽化施設と計画的な施設の維持管理○ 

海老名市の下水道施設のうち、古い管路は、布設後30年以上を経過している。急速な都市化に対応

するため普及促進により多くの管路は短期間に集中して整備を行ったこともあり、平成25年度末で約

34km、5年後には約117km、10年後には約168kmの管路が布設から30年以上経過する。そのため、今後大々

的な改築を要することとなり、海老名市下水道事業は建設から老朽化施設の改築・更新の時代を迎え

る（図2.6参照）。 

大々的な改築を行うためには、膨大な事業費を要するため、本市では既設の管路施設を標準耐用年

数以上に延命化して使用することを目的として、長寿命化計画を策定のうえ計画に準じた事業を進め

る予防保全型の維持管理を行っているところである。計画的な維持管理のもと長寿命化対策を実施す

ることで、事業費の平準化、ライフサイクルコストの最適化が図られ、更なる改築コストの低減が期

待できる（図2.7参照）。 

図2.6 年度別整備延長と布設後30年経過する管きょ延長（中期ビジョンより一部加筆修正） 

図2.7 長寿命化対策によるライフサイクルコスト低減のイメージ（中期ビジョンより）

（２）施設の維持管理、高機能化の時代の到来 

H25 年度末で布設から 30
年以上経過する管きょ

L≒34km 全体の 8% 

5 年後に布設から 30 年

以上経過する管きょ

L ≒ 34km+83km ≒

117km 全体の 28% 

10 年後に布設から 30 年以上

経過する管きょ

L ≒ 34km+83km ＋ 51km
≒168km 全体の 40% 

総延長 415km
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○大規模地震に対する防災・減災対策○ 

我が国では、近年震度 6 以上の地震が全国各地で頻発しており、東北地方太平洋沖地震、新潟県中

越地震等の大規模地震においては、下水道施設も甚大な被害を受け、トイレ排水が使えないことによ

る日常生活への影響に加え、管きょ破損による道路陥没などにより、公衆衛生や社会経済活動への甚

大な影響が生じた（図 2.8 参照）。 

「海老名市地域防災計画」では、海老名市周辺部で発生が予想される大規模地震動について被害想

定を実施している。これによると、想定地震発生の際には、多くの世帯で下水道の使用ができなくな

るとされている（図 2.9参照）。 

海老名市公共下水道施設の耐震化率は、平成 22 年度末で約 32%と低いため、中期ビジョンでは管路

施設の地震対策を重点施策として位置づけ、安全・安心のまちを支える下水道を実現するための取り

組みを行っていく予定である。これを受けて『下水道総合地震対策計画』を策定し、耐震化優先度の

高い重要な幹線等から順次管路の耐震化工事を実施していくところである（図 2.10参照）。 

図2.8 大規模地震による下水道施設被害の状況（中期ビジョンより） 

図 2.9 大規模地震による下水道施設被害想定結果（海老名市地域防災計画より） 

図 2.10 中期ビジョンにおける重点施策の管理指標と進行管理（中期ビジョンより）

平成 26 年 2 月 1 日時

点で 52,316 世帯

約 1 割の世帯が下水

道使用が困難となる。
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大雨時に市街地等で発生する床上・床下浸水等の浸水被害は、下水道施設等の雨水排除能力不足に

よる内水被害と河川水位の上昇に伴う堤防の越水・決壊による外水被害の2 つに区分される。近年、

都市化の進展により都市の保水機能が失われ、雨水の流出形態が変わってしまったこと、都市型集中

豪雨が多発するようになったこと（図2.11参照）などにより、下水道の既整備地域においても内水・

外水により被害が発生している状況である（図2.12参照）。 

海老名市の浸水対策達成率は平成24年度末において、41.3%と低く、ハード対策として雨水管路施設

の整備促進、ソフト対策として「内水ハザードマップ」作成などの浸水対策事業を進めていくところ

であり、中期ビジョンにおいて浸水対策（時間降雨50mm相当）を重点施策として位置づけ、安全・安

心のまちを支える下水道を実現するための取り組みを行っていく予定である（図2.10参照）。 

図2.11 神奈川県内の時間降雨量50mm以上の降雨日数の年代推移（中期ビジョンより） 

図2.12 大雨による浸水被害の状況（中期ビジョンより） 

再掲 図 2.10 中期ビジョンにおける重点施策の管理指標と進行管理（中期ビジョンより）

（３）ハード・ソフト対策による浸水被害の低減 
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 海老名市の下水道普及率は、昭和53年度の供用開始から毎年度増加し、平成11年度には普及率が90%

を超え、平成24年度末で95.3%である。有収率、水洗化率についても、供用開始から増加傾向にある（図

2.13参照）。

過去5カ年における全国平均、類似自治体平均との比較を表2.3に示す。これによると水洗化率、有

収率は、全国的に見ても高い状況である。さらなる健全経営を目指し、適切な使用料収入を得るため

に、水洗化を促進するとともに、雨天時不明水の低減に努めていくことも必要である。 
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図2.13 普及率、有収率、水洗化率の推移（決算統計資料より） 

             表2.3 過去5カ年の有収率、水洗化率の推移（決算統計資料より）

項目 単位 
平成 

20 年度 

平成 

21 年度 

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 

平成 

24 年度 

平成 23年度 

類似平均 

※1 
全国平均 

有収率 ％ 82.7 83.9 86.8 86.2 88.3 83.3 80.6 

水洗化率 ％ 98.4 98.3 98.1 98.1 97.8 96.4 94.0 

※1：類似事業体は、処理区域内人口10万人以上、有収水量密度区分7.5千 /ha、供用開始後年数

25年以上の事業体である。

（１）水洗化促進、不明水等の低減

①平成 24 年度末における有収率、水洗化率は、それぞれ 88.3%、97.8％であり全国的に見て

も高い。適切な使用料収入を得るために、さらなる水洗化促進に努める。 

②平成 24 年度末における経費回収率は 112％であるが、節水型家電の普及、節水意識の向上

より下水道使用料収入は減少傾向にある。下水道施設の適正な維持管理のため、市財政への

負担低減のため定期的に下水道使用料を見直し健全な経営を継続していく必要がある。 

③地方債借入のピークは過ぎたが、近年増加傾向にある。地方債償還金も増加傾向にあり、老

朽化対策、地震対策、浸水対策等の事業実施によりさらに増加が見込まれる。 

④計画流入汚水量の増加、老朽化施設・設備の増加、地震対策、放射能対策費の一時的な負担

等による流域下水道の負担金の増加が懸念される。 

第3節 下水道経営の現状と課題 
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 平成24年度における経費回収率は、112%であり、供用開始以降8回の下水道使用料改定を行ってきて

いる。しかしながら、近年は節水型家電の普及や市民の節水意識の向上に伴い、下水道使用料の収入

額が減少傾向にある（図2.14参照）。 

下水道事業は、適正な経費負担区分を前提とした独立採算の原則が定められている事業であるが、

下水道使用料収入の減少に伴い、私費負担の不足部分を一般会計繰入金により補填していかなければ

ならない（図2.15参照）。下水道事業は事業規模が大きく、一般会計繰入金の基準外投入は市の財政に

対して大きな影響を与えかねない。安定的かつ健全な下水道事業の経営を行うため、下水道施設の適

切な維持管理を行うためにも、定期的に下水道使用料の見直しが必要である。 
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図2.14 回収率、下水道使用料、汚水処理費の推移（決算統計資料より） 

私費負担部分
（汚水に係る経費）

公費負担部分
（雨水に係る経費）（経費）

（財源） 下水道使用料
一般会計
繰入金
基準外

一般会計繰入金
基準内

私費負担部分
（汚水に係る経費）

公費負担部分
（雨水に係る経費）（経費）

（財源） 下水道使用料
一般会計繰入金
基準外

一般会計繰入金
基準内

◆適正な使用料収入が得られている場合◆

◆適正な使用料収入が得られていない場合◆

一般会計（税金）の
負担が無または極小

一般会計（税金）の
負担が大きい

図2.15 下水道事業における経費負担区分と財源

（２）適切な下水道使用料収入の確保 
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 下水道事業では平成8～10年度に施設建設のピークを迎えており、それまでの期間は地方債の借入額

も増加傾向であった（図2.16参照）。しかしながらそれ以降は借入額は減少傾向にあり、代わって償還

金が増加傾向にある。今後老朽化対策、地震対策、浸水対策等の事業実施が計画されており（図2.17

参照）、地方債の借入額、地方債償還金及び利息の増加が見込まれる。 
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図2.16 地方債、地方債利息、地方債償還金の変遷
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図 2.17 今後の主な下水道事業計画（建設整備費）（中期ビジョンより） 

（３）今後の改築更新事業等による地方債借入の増加 
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「神奈川県流域下水道中期ビジョン」によると、計画流入汚水量の増加に伴う処理費や、老朽化施

設・設備の修繕費・改築更新費、地震対策等の施設の高機能化に要する費用の増加が見込まれている

（図 2.18参照）。近年では下水焼却汚泥灰の処分に要する費用の増加も新たな問題として挙がってい

る。これに伴い、海老名市を含めた関連事業体に対する流域下水道の建設及び維持管理負担金の増加

が懸念されている。 

図2.18 流域下水道における建設事業費の実績と想定（神奈川県流域下水道中期ビジョンより）

（４）流域下水道への負担金の増加 
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地方公営企業とは、「公営企業」のうち地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業をいう。

地方公営企業法に基づき、地方自治体が経営する企業を指し、水道、ガス、電気、下水道等のサー

ビス提供の見返りとして得られる使用料収入をもとに経営を行う。ここで地方公営企業法は、組織、

財務、職員の身分取扱い等に関し特例を定めたものである。 

公営企業とは、地方財政法第 6 条（及び同施行令第 46 条）において「公営企業」として指定された

次の事業をいう。下水道事業は、「公営企業」として指定された事業である。これらの事業は、地方財

政法第 6 条において「経理は特別会計を設けて行う」ことおよび、基本的には「経費は、その性質上

当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てる」ことが求められている。すなわち、これらの事業は

行政が一般会計により行う事業と異なり、料金収入が伴い、かつ原則としてその料金収入によって事

業を運営することになる。 

下水道事業は、地方財政法上の公営企業とされており、「特別会計による経理」と一般会計との間の

適正な経理負担区分を前提とした「独立採算制」による運営が義務づけられている。その上で、負担

区分については、汚水処理に係る経費は私費（使用料）で、雨水排除に係る経費については、雨水が

自然現象によるものであることから、市の一般会計（税金）で措置されるべきものとなっている（「雨

水公費・汚水私費の原則」）。現行制度上、下水道事業に対する地方公営企業法の適用及びその範囲は、

地方公共団体の任意の判断によるものとされている。

地方財政法施行令 
（公営企業）
第四十六条  法第六条 の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。

一  水道事業
二  工業用水道事業
三  交通事業
四  電気事業
五  ガス事業
六  簡易水道事業
七  港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助

するための船舶を使用させる事業に限る。）
八  病院事業
九  市場事業
十  と畜場事業
十一  観光施設事業
十二  宅地造成事業
十三  公共下水道事業

第 3節 公営企業としての下水道経営 

第２節 公営企業としての下水道事業 

第３章 公営企業としての下水道事業 

第１節 地方公営企業とは 
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表 3.1 地方公営企業法の適用範囲 

地方公営企業法の適用区分（地方公営企業法第二条） 

当然適用（全部適用） 当然適用（財務規定等適用） 任意適用 

◆水道事業 

◆工業用水道事業 

◆軌道事業 

◆自動車運送事業 

◆鉄道事業 

◆電気事業 

◆ガス事業 

◆病院事業 ◆その他の事業（主としてその

経費を当該事業の経営に伴う

収入をもって充てる事業） 

◆簡易水道事業 

◆下水道事業

・ 

   ・          

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

＜現在の国の動向＞ 

下水道事業は“任意適用”事業であるが、「今後の下水道経営に求められる課題」（平成 25 年 5 月 

総務省自治財政局準公営企業室）において、情報公開の推進及び経営基盤の強化等の観点から地方公

営企業法の積極的適用について検討を進めることが必要との議論がされている。平成 25 年 7 月 4 日

に発足した「地方公営企業法の適用に関する研究会」では、下水道事業を含めた公営企業の地方公営

企業法の適用範囲について、地方公営企業会計制度の適用をどの範囲の事業に拡大するか等、今後の

地方公営企業法の適用に関する検討を行っているところである。

平成 26 年 3 月 11 日に開催された第 5 回の研究会では、これまでの検討内容を「地方公営企業法の

適用に関する研究会 報告書（案）」として取りまとめたものを公表した。これによると、簡易水道事

業、下水道事業については財務規定等の適用の必要性が高いとされている。しかしながら、法適用時、

法適用後の人材の確保、法適用に要する費用、固定資産調査の精度とアセットマネジメントで要求す

る資産調査精度との乖離による影響の検討、法適用準備期間の確保、小規模事業体への対応等課題を

残すところである。報告書では、今後上記の課題に対応して財務適用等の適用範囲の拡大を進めるた

めのロードマップを示すべきであるとしている。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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官公庁会計は、予算統制に適した会計手法であり、歳入（収入）と歳出（支出）により現金収支を

明確に表示することができる。しかしながら、資産の状況、当該年度に必要な経費（減価償却費）な

ど、本来下水道事業のマネジメントに必要とされる情報は不明確である。例えば公共下水道施設建設

に対して予算を執行した場合、その年の歳出にすべての建設費が計上され、当該年度に必要な経費と

しては維持管理費のみが決算書上で計上されるだけである。 

一方、一般的な企業では、初期投資を行いその施設を使用して事業運営し、投資に要した費用を回

収するとともに利益をあげていく。このような企業活動に伴い発生する資産、資本、負債、収益、費

用の状態を把握するために適した方法が地方公営企業会計である。例えば地方公営企業会計では公共

下水道施設建設に要した費用は、建設翌年度より耐用年数に応じて期間配分されていくとともに、取

得した資産に係る収益と費用が記帳されるため、長期にわたる事業活動の総合的なマネジメントが可

能となる。 

地方公営企業の会計制度が 46 年ぶりに抜本的に見直され、平成 26 年度の予算決算から新会計制度

へ全面移行することが決定された。この見直しの背景としては、企業会計基準が国際基準を踏まえて

見直しをされている一方で、地方公営企業会計制度が昭和 41 年以降大きな改正もないことから、企

業会計との整合を図るためのもので、地方公営企業のさらなる経済性を発揮するためにも、見直しが

必要であるとの判断もあり、今後は最大限、企業会計の考え方を取り入れることとしている。 

第4 章 公営企業会計とは 

第 1 節 官公庁会計と地方公営企業会計の相違点 
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表 4.1 官公庁会計と地方公営企業会計の主な相違点 

項目 官公庁会計 地方公営企業会計 

収支区分 ○歳入・歳出 

◆事業年度ごとの収入と支出のみの管 

理

○資本的収支・収益的収支 

◆地方公営企業会計では歳入と歳出を、当年

度の損益取引に基づくものと投下資本の増減

に関するものの２つに分けて管理。 

◆「当該年度の損益取引に基づくもの」とは

「その年の収益に役立った費用」のことであ

り、「投下資本の増減に関するもの」とは「翌

年度以降の収益に貢献する支出」のことを指

す。 

経理方法 ○単式簿記、現金主義 

◆現金が動いた事実をもって記帳され

る。 

◆未払金、未収金等が考慮されないた

め、一定期間における経営状況が不明

瞭である。 

○複式簿記、発生主義 

◆「経済活動の発生」がなされた事実をもっ

て記帳される。 

◆「経済活動の発生」とは現金の収支のみな

らず、取引する相手との間に債権、債務が発

生した時点などを含んでいる。 

期間計算 

の概念 

○減価償却の概念なし 

◆仮に莫大な費用をかけて構築物を建

設した場合、昨年度よりも多くの費用

が発生しているため当該年度の収益は

大幅に減少する。

○あり 

◆建設のために要した費用は次年度以降の収

益に貢献する費用であり、その費用を当該年

度の費用とせずに資産化し、次年度以降の複

数年で減価償却して費用化することにより、

当該年度の利益を正確につかむことが可能で

ある。 

その他 ○予算重視 

◆官公庁会計は予算主義であり、事業

方針に基づき予算書を作成した時点で

概ね事業が確定する。 

○予算・決算重視 

◆基本的に予算等は議会の議決項目である

が、軽微な変更などについては企業の弾力的

な運用も認められるところがある。

（地方公営企業法第 24 条第 3項） 

業務量の増加に因り地方公営企業の業務のため直接

必要な経費に不足が生じたときは、管理者は、当該

事業量の増加により増加する収入に相当する金額を

当該企業の業務のため直接必要な経費に使用するこ

とができる。この場合においては、遅滞なく管理者

は当該地方公共団体の長にその旨を報告するものと

し、報告を受けた地方公共団体の長は、次の議会に

おいてその旨を議会に報告しなければならない。



第4章 公営企業会計とは

- 18 - 

自治体の財政を管轄する総務省、下水道事業を管轄する国土交通省でそれぞれ下水道事業への地方

公営企業会計方式の導入を推奨している。 

 このように、任意適用事業の下水道事業も、地方公営企業法の財務規定等の適用を義務付ける方向

であることがわかる。

第 2節 国の動向 

「地方公営企業の経営の総点検について」 

平成１６年４月１３日総財公第３３号 
第１ 地方公営企業の経営の総点検 

 総点検のチェック事項（別紙１）の中で②経営基盤の強化「法適用の推進」チェック事項 

 ・法非適用事業については、地方公営企業法の適用の検討を行っているか。

 ・非適用に留まる場合、法適用できない特別な事情があるか。 

第２ サービス供給の在り方の再検討と民間的経営手法の導入検討 

第３ 計画性・透明性の高い企業経営の推進 

「地方公営企業会計制度等研究会報告書」 

平成２１年１２月２４日 
ストック情報を含む財務状況の開示の拡大を図るためには、地方公営企業法の財務規定等を適用するメリット

が大きいことから、原則として、法非適用企業（地方財政法第６条の公営企業のうち法適用企業以外の企業）に

財務規定等を適用することが望ましい。

「地方公営企業法の適用に関する調査研究会報告書」 

平成２４年３月 
「公営企業の経営留意事項通知において、平成２５年度までに経営の実態を的確に把握し、公営企業の抜本的

改革の推進を集中的に行うことが要請されていることから、今後は、住民生活を支えるという意味で、真に残す

べき事業のみが公営企業として存続していくことが想定される。」 

「法を当然に適用しない事業であっても、財務規定等の規定を積極的に適用・活用し、サービスの持続可能性

や効率性等を適切に検証していくべきである。」

「特に、投資規模の大きいもの、債権・債務を適切に管理していく必要のあるもの、長期にわたり収支を考慮

する必要にあるものであって新規に行うような事業については、地域の住民サービスを引き続き担っていくべき

自治体として、より積極的に適用していくべき」 

「地方公営企業の経営基盤の強化について」 

平成１０年１月１３日自治企－第１号 
第２ 事業別留意事項 

４ 下水道事業 

（６）経理内容を明確化するため、地方公営企業法の財務規定等を適用することが適切であること。特に、新規に

事業着手する団体であっても、事業開始時期からその適用準備に努めること。 

「公営企業の経営に当たっての留意事項について」 

平成２１年７月８日総務省公営企業課長 
経理内容を明確化するため、地方公営企業法の財務規定等を適用することが適当であること。 

「今後の下水道経営に求められる課題」（平成２５年５月） 

平成２５年５月 総務省自治財政局準公営企業室 
地方公営企業法の適用 

情報公開の推進及び経営基盤の強化等の観点から地方公営企業法（特に財務規定等）の適用について積極的に検

討を進めることが必要。（健全化法への対応、公会計整備推進等との関係でも重要。） 

「地方公営企業法の適用に関する研究会」（平成２５年７月） 

平成２５年７月 総務省自治財政局公営企業課 
平成 24 年度の「地方公営企業法の適用に関する調査研究会報告書」を受け、総務省では公営企業の住民サービ

スの安定提供を目的とした資本制度の見直し、会計基準の見直し等制度の整備を行ってきた。これら制度の適用事

業について、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）の財務規定等の適用範囲の拡大に向け、『適用事業の検討』、

『義務付けの必要性』、『中小規模団体への配慮』について検討を行うところである。 
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下水道事業を管轄する国土交通省では、平成 16 年 12 月の「下水道経営に関する留意事項等につい

て」（国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課下水道管理指導室長 国都下管第１０号）に

より経費負担の原則の明確化等下水道事業経営状況の理解度向上を目的に地方公営企業会計方式の導

入を推奨している。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

「下水道経営に関する留意事項等について」（国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課下水道管理指導室長 

国都下管第１０号）から一部抜粋 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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下水道事業については、昭和 38 年度の地方公営企業法改正により、「職員数 100 人以上の事業につ

いては、財務規定等の一部を当然に適用すること」とされていた。しかしながら、下水道事業の特性

により、経費の相当部分を一般会計から賄わなければならない状況にあり、法を一律に適用させる実

益が少ないことから、昭和 41 年の法改正に伴い、法の規定の適用については任意とし、現在では各事

業体の判断に任されている。本節では、他都市の下水道事業の地方公営企業法適用状況を調査した。

全国の下水道事業における法適用状況は、「地方公営企業年鑑[平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31

日]（総務省自治財源局編）」より引用した。平成 23 年度末時点で、下水道事業体総数は 3625 事業体、

うち 13％の 454 事業体で法適用済みである（図 4.1 参照）。下水道事業別の法適用状況は、公共下水

道が最も多く 208 事業体、特定環境保全公共下水道が次いで 113 事業体となっている（図 4.2 参照）。 

非適用 法適用

図 4.1 下水道事業における法適用事業体割合 
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図 4.2 下水道事業別法適用事業体数

第 3節 他都市の状況 
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図 4.3 規模別法適用事業数 

規模別に法適用事業体数を見ると、海老名市と同規模の事業体（人口 10 万人以上 30 万人未満）は

比較的多く 42 事業で法適用を実施している（図 4.3 参照）。法適用事業体数の年度推移を見ると、平

成元年～平成 12 年は年間の法適用事業体数が約 5 事業体であったが、平成 13 年～平成 18 年では、年

間の法適用事業体数が約 17 事業体と増加傾向にあり、平成 19 年～平成 22 年では、年間の法適用事業

体数が約 43 事業体と、さらに増加傾向を示している（図 4.4、表 4.2 参照）。増加傾向の背景として、

平成 10 年 1 月「地方公営企業の経営基盤の強化について（自治省）」、平成 16 年 2 月「下水道経営に

関する留意事項等について（国土交通省通知）」、平成 18 年 8 月 31 日「地方公共団体における行政改

革のさらなる推進のための指針の策定について（総務省通達）」、平成 19 年 6 月制定の「地方財政健全

化法」等、国が下水道事業経営の健全化を目的とし、計画性・透明性の向上を図るための手段の一つ

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23

年度

図 4.4 法適用事業体数の推移 
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表 4.2 法適用事業体の年度別件数

年度 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

法適用 

自治体数

3 2 3 2 1 3 1 4 1 2 3 7 6 6 9 5 9 12 22 15 15 19 

 神奈川県内においては、平成 25年度末で横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、茅ヶ崎市、相模原市

の 6事業体で下水道事業に地方公営企業法を適用し、下水道事業経営を行っているところである（図

4.5 参照）。 

 横須賀市は全部適用、他 5事業体は一部適用（財務規定等の適用）としている。 

 また、現在下水道事業への地方公営企業法の適用に向けて 5事業体（小田原市、平塚市、秦野市、

座間市、寒川町）が準備を進めているところである。 

横浜市
S39.04.01
一部適用

川崎市
S62.04.01
一部適用

横須賀市
H16.04.01
全部適用

藤沢市

S43.04.01
一部適用

茅ヶ崎市
H25.04.01
一部適用

相模原市
H25.04.01
一部適用

図4.5 神奈川県内における地方公営企業法適用事業体 

第４節 神奈川県内の状況 
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法適用範囲の検討は、地方公営企業法の全てを適用するか、または、財務規定等の一部適用かを選

択をすることである。下水道事業は、地方公営企業法の適用が任意であるとともにその適用範囲も任

意となっているため、どちらの方針とするか選択しなければならない（表 3.1 参照）。 

 地方公営企業法の規定を大別すると、次のとおりである。 

① 「組織」 

② 「財務規定等」 

③ 「職員の身分取扱」    

「全部適用」・・・①～③を含む全てを適用する場合 

「一部適用」・・・②「財務規定等」のみを適用する場合  となる。

「全部適用」と「一部適用」で異なる点は、「職務権限及び身分取扱い」、「財政面」および「組織面」

である。組織面からは、一つの企業体としての組織体制が構築される「全部適用」が、また、財政面からは、

簡素で効率的な財務運営となる「一部適用」が優位と考えられる。 

さらに、財務規定等が強制適用されている病院事業に法の全部を適用する際の考え方として、「組織」

「職員の身分取扱」の面でも企業的な取扱いをする方が合理性・効率性の面からメリットが大きいと

判断した場合には法の全部を適用することができるとされており、下水道事業においても同様に考え

ることができる。 

表5.1 下水道事業への地方公営企業法適用における事務執行体制 

項 目 全部適用 一部適用 

事務体制 

管理者設置 管理者非設置 
会計管理者に 

事務委任しない 

会計管理者に 

事務委任する 

 首    長  

 管  理  者  

 企 業 出 納 員  

 首    長  

 企 業 出 納 員 

 首    長  

 企 業 出 納 員  

 首    長  

 出  納  員   

出納及び 

会計事務 
企業出納員 企業出納員 企業出納員 企業管理者 

予算調整 
管理者が原案作成 

首長が調製 
首長が調製 首長が調製 首長が調製 

決算調整 管理者が調製 首長が調製 首長が調製 会計管理者が調製 

第５章 法適用基本項目の整理 

第１節 法適用範囲の検討 

（１）法適用の分類 

（２）「全部適用」と「一部適用」の比較 
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表 5.2 下水道事業への地方公営企業法適用における分類別比較表 

項目 官公庁会計 全部適用 一部適用 

定義 ◆地方自治法、地方

財政法、地方公務員

法に準じる。 

○ ◆地方公営企業法の総則、雑則、

下記条項に準じる。 

・組織（第 2章第 7条～第 16条）

・財務（第 3章第 17条～第 35条）

・職員（第 4章第 36条 

～第 5章第 39条の 3）

○ 地方公営企業法の総則、雑則、下

記条項に準じる。 

・財務（第 3章第 17条～第 35条）

○

財務 

規定 

◆地方自治法に準

じた会計方式（現金

主義、単式簿記）に

より現金が動いた

事実をもって記帳

される。 

◆未払金、未収金等

が考慮されないた

め、一定期間におけ

る経営状況が不明

瞭である。 

× ◆地方公営企業法の財務規定に

準じて、一般行政と異なる会計方

式（発生主義、複式簿記、損益取

引と資本取引に分離した経理等）

の採用により経営内容が明確に

なる。 

○ ◆全部適用の場合と同様である。 ○

組織 

体制 

◆地方自治法に準

じた組織体制であ

り管理者の権限は

長が行う。 

○ ◆原則として管理者を設置する。 

◆会計事務、予算原案の作成、決

算の調整、職員人事、契約等の地

方公営企業の業務全般の権限を

有し、議会の関与や長の指揮監督

を必要最小限に止め、自己の判

断、責任において事業体の運営が

でき、独立性が確保できる。 

◆一部の権限（予算調整権、議案

提出権、決算の審査等）は長に留

保。 

◆管理者を置かないことができ

る。その場合の管理者の権限は長

が行う。 

○ ◆地方自治法に準じた組織体制

であり管理者の権限は長が行う。 

○

職員の 

身分 

◆地方公務員法の

適用を受ける。 

◆政治的行為の制

限がある。 

○ ◆企業職員として地方公営企業

法、地方公営企業労働関係法の適

用を受ける。 

◆労働組合法、最低賃金法、労働

基準法の一部が適用対象となる。 

◆政治的行為の制限がない。 

○ ◆一般行政職員と同様に地方公

務員法の適用を受ける。 

◆政治的行為の制限がある。 

○

経営上 

の特徴 

◆現金主義、単式簿

記による会計であ

るため一定期間に

おける経営状況が

不明瞭である。 

◆組織的には一般

行政の一部であり

責任及び権限は限

られる。 

△ ◆議会の関与や長の指揮監督を

最小限にとどめ、企業自らの判断

と責任において機動的な経営が

可能となる。 

○ ◆財務規定の適用により経理内

容が明確となる。 

◆組織的には一般行政の一部で

あり責任及び権限は限られる。 

○
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平成 23 年度末で法適用している事業体のうち公共下水道での法適用範囲について図 5.1 に示す。

64％の事業体で全部適用、36％の事業体で一部適用をしている。 

全部適用 一部適用

図 5.1 公共下水道事業における全部適用、一部適用の事業体割合 

法適用範囲と水道事業との統合状況をみると、全部適用している132事業体のうち9割にあたる119

事業体で水道事業と統合している（図 5.2参照）。これは水道事業と統合するにあたり、水道事業の地

方公営企業に精通した職員の利活用、既存のシステム利活用といったメリットからであると判断され

る。一部適用している 76事業体については、水道事業と統合、下水道事業単独の割合はほぼ同等であ

る。 

全部適用・水道事業と統合

全部適用・下水道事業単独

一部適用・水道事業と統合

一部適用・下水道事業単独

図 5.2 公共下水道事業における法適用範囲と水道事業との統合の有無について 

神奈川県内法適用事業体の法適用範囲の採用状況は図 5.3に示す通り、全部適用 1事業体、他 5事

業体は一部適用（財務規定等の適用）である。

（３）法適用範囲の状況 

全部適用 
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全部適用 一部適用

図 5.3 神奈川県内法適用事業体における法適用範囲の採用状況

海老名市の水道事業は、神奈川県により運営されており、海老名市の組織内に水道事業を執り行う部

局がなく、統合することによるスケールメリット等を得られない。公費で負担すべき雨水対策事業を重

点施策の一つとし、その事業を進めている状況であり、一般会計との連携の点でも市長部局にとどまる

一部適用が望ましい。 

表5.3 海老名市下水道事業における法適用範囲別の得失

項目 全部適用 一部適用 

メリット ◆議会の関与や長の指揮監督を最小限に

とどめ、下水道事業管理者の判断と責任

において機動的な経営が可能となる。 

◆会計方式が地方公営企業会計方式とな

るため、本来の目的である安定した下水

道事業経営の持続を行うための取り組み

が可能となる。 

◆全部適用と比較して、現行の組織体制を活か

し最小限の増員で地方公営企業法の適用が可

能である。 

◆財務規定のみの適用であっても、会計方式が

地方公営企業会計方式となるため、本来の目的

である安定した下水道事業経営の持続を行う

ための取り組みが可能となる。 

◆雨水対策事業に着手しており、今後も事業量

が増加することが見込まれるため、一般会計と

の連携の点でも一部適用のメリットがある。 

デメリット ◆水道事業等の法適用済み公営企業が市

組織内部にないため、管理者、システム、

契約事務・人事給与事務等の仕組みを構

築する必要がある。 

◆財務規定のみの適用であるため、下水道事業

運営の際の企業としての弾力性の点では全部

適用に劣る。 

評価 △ ○ 

（４）海老名市下水道事業の法適用範囲 
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法適用の効果として、①経営状況の明確化、使用料の適切な算定、②企業経営の弾力化、③職員の

経営意識の向上、④消費税の節減効果等をあげることができる。

法適用化することによって、発生主義・複式簿記で処理されることで、会計情報が明確化され、多

様な財務分析、経営分析が可能となる。その結果、適切な使用料算定が可能となり、より明確な経営

状況を開示することができる。経営状況の明確化、使用料の適切な算定の側面からは、次の主な効果

が得られる。 

①損益取引と資本取引の明確化 

地方公営企業会計は、維持管理等に係る収支（損益取引）と建設改良等に係る収支（資本取引）を

明確に区分した会計を行う（図 5.4参照）。 

資本的支出・・・建設等の下水道資産取得に係る支出を示し、建設改良費、地方債償還金

等の和である。 

資本的収入・・・建設等の下水道資産取得に係る収入を示し、地方債、他会計補助金、国

庫補助金、県補助金、工事負担金等の和である。 

収益的支出・・・下水道施設の維持管理に係る支出を示し、維持管理費、減価償却費、地

方債利息等の和である。 

収益的収入・・・下水道施設の維持管理に係る収入を示し、下水道使用料、他会計繰入金

等の和である。 

図5.4 官公庁会計と地方公営企業会計との違い

 地方公営企業会計では、毎年度維持管理等に係る収支（損益取引）と建設改良等に係る収支（資本

取引）に基づき、貸借対照表（BS）、損益計算書（P/L）を作成する（図 5.5参照）。 

 貸借対照表（BS）は、下水道事業の資産、負債、資本を表す書類であり、「財産をいくら保有してい

るのか」（資産の取得額）、「借金はいくら残っているのか」（負債額）、「どんな財源で資産を調達して

第２節 法適用の効果 

（１）経営状況の明確化、使用料の適切な算定 

①損益取引と資本取引の明確化 

②期間損益計算による使用料対象原価の明確化及び平準化 

③議会・住民への説明が容易 
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いるのか」（資本における国庫補助金、受益者負担金等の金額）といった下水道事業における財政状況

を見ることができる。貸借対照表を作成することで、下水道事業経営の安定の程度を把握することが

でき、事業が存続可能かを判断することができる書類である。

損益計算書（P/L）は、当該年度の下水道事業運営に要した費用と、収益を表す書類であり、「下水

道使用料収入はどれだけあったのか」、「下水道事業の資産を維持するためにいくら費用がかかったの

か」、「企業としての儲けはいくらあったのか」といった下水道事業の経営状況を見ることができる。

地方公営企業会計で作成する貸借対照表（BS）、損益計算書（P/L）を用いて様々な経営シミュレー

ションを行うことが可能であり、より高度な下水道事業のマネジメントが可能となる。 

図5.5 貸借対照表と損益計算書の概念図

②期間損益計算による使用料対象原価の明確化及び平準化

地方公営企業会計では期間損益計算という考え方がある。期間損益計算とは、「その年の収益に役立

った費用は当該年度の費用とし、翌年度以降の収益に貢献する支出は資産として繰り延べる」という

考え方である。 

莫大な費用をかけて建設した施設の場合、昨年度よりも多くの費用が発生しているため当該年度の

収益は大幅に減少する。しかし耐用年数の満了まで下水道使用料という収入を得ることができる。施

設建設のために要した費用は、来年度以降の収益（下水道使用料収入等）に貢献する費用ということ

であり、その費用を当該年度のみの費用とせずに資産化し、来年度以降の複数年で減価償却すること

によって、公正に費用化し利益を正確に把握することが可能となる（図 5.6 参照）。

100
20 20 20 20 20

建設時

供用開始

1年目 5年目4年目3年目2年目

耐用年数5年
100で取得

建設に要した費用を供用期間（耐用年数満了期間）で均等按分

公平に年度按分された費用を下水道使用料で徴収

図5.6 減価償却の概念図
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③議会・住民への説明が容易 

 貸借対照表、損益計算書等の財務諸表は民間企業においても作成され、第三者でも下水道事業の財

政状況を読み取ることが可能な書類である。これらを公開することで、議会あるいは市民に下水道事

業の財政状況を明確に示すことが可能となる。 

①予算の弾力条項 

必要に応じ、業務量の増加に伴い収益が増加する場合においては、地公法第 24 条第 3 項の弾力条

項によって当該業務に要する経費について予算超過の支出が認められている。 

②資産の取得手続及び処分手続の簡素化 

地公法第 33 条及び同法施行令第 26 条の 3 において、重要な資産の取得・処分は予算に定めればよ

く、議会の議決の必要はない。 

③特別会計に対する繰出手続の簡素化 

法非適用の場合、事業への基準外繰出は議決が必要であるが、法適用により予算計上のみでよいと

されている。 

経営状況の明確化や独立採算制の原則により、職員の意識改革を促し経営意識の向上（コスト削減

や収入増加に向けた努力）が期待できる。 

消費税の節減効果では、地方公営企業法第 20 条《計理の方法》の規定の適用を受ける地方公共団

体の経営する企業が一般会計等から減価償却費を対象とする補助金を収受する場合の当該補助金は、

令第 75 条《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》に規定する特定支出のためにのみ

使用することとされている収入に該当するものとして取り扱うことになる。法適後は、繰入金を減価

償却費に充当可能となり、仕入れ控除できることで、消費税が軽減される可能性がある。

法適用に際して、①官庁会計から企業会計に移行するため、従事する職員の会計に関する教育を行

う必要性があること、②現有固定資産の整理事務が発生（委託業務）、③組織体系の整備などが考えら

れる。

法適用に伴い、新たに発生する会計方式を会計業務に従事する職員が習得する必要がある。日々の

伝票処理、各種管理業務、予算・決算業務を行うにあたり、円滑な企業経営を行うために企業会計に

（２）企業経営の弾力化 

（３）職員の経営意識の向上 

（４）消費税の節税効果 

第３節 法適用により生じる業務等の増加について 

（１）従事職員による企業会計方式の習得 

①予算の弾力条項 

②資産の取得手続及び処分手続の簡素化 

③特別会計に対する繰出手続の簡素化 
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精通した職員が不可欠となる。 

法適用に伴い、固定資産の管理、企業会計方式による財務諸表の作成等が新たに発生するため、事

務が増加する。 

企業会計事務が新たに増加するため会計に精通した職員の配置は必須である。海老名市では、水道

事業等の先行して地方公営企業法を適用している企業がないため、組織内に地方公営企業会計に精通

した職員は少ない。そのため地方公営企業法適用準備業務、法適用後の資産整理、予算・決算業務等

に対応する専属の職員が必要となる。 

地方公営企業法適用準備段階では、庁内外の調整、システム調整、資産調査・評価等作業内容は多

岐にわたり、作業量も膨大である。そのため現行職員の他に地方公営企業法適用準備係（4 名）の人

員が必要となる（図 5.7参照）。 

法適用後の組織についても、固定資産の調査・評価、予算・決算事務、システム管理等、移行準備

段階と同様に作業内容は多岐にわたるため、現行の 3係体制に経営係を新たに設けることを検討すべ

きである（図 5.8参照）。 

管理職

（庁内、庁外
調整担当）

事務員

（システム等
庁内諸調整）

事務員
（事務）

技術員

（資産評価・
調査）

現行の下水道課の組織 地方公営企業法適用準備係 4名

図5.7 地方公営企業法適用準備段階での人員体制（案）

計画係4名

業務係4名

工務係4名

法適用後の組織

経営係4名

図5.8 地方公営企業法適用後の人員体制（案）

（２）事務の増加 

（３）組織体系の整備 

工事係4名
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下水道事業に法適用を行うにあたり必要となる準備業務は、次のとおりである。 

①基本方針の決定（法適用時期・適用範囲の決定）及び法適用基本計画策定 

②固定資産調査及び評価 

③システム構築 

④法適用準備事務（他部局との調整、条例・規則等の改廃、新予算調製、打切決算等） 

①～④の中で特に時間を要するのが、②固定資産調査及び評価である。海老名市下水道事業が保有

する資産は膨大であり、同規模市町村の実績から最低でも固定資産調査及び評価に約 2年半を要する。

同時に③システム構築、④法適用準備事務が発生するため、基本方針の決定から法適用までに約 3年

を見込む。 

表5.8 法適用準備業務の概略スケジュール 

項目 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

①基本方針の決定及び法

適用基本計画策定 

②固定資産調査及び評価 

③システム構築     

④法適用準備事務     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

＜参考＞下水道事業における企業会計導入の手引き -2008 年版- 【追補版 2012】 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

第４節 法適用時期について 

平成 29 年 4月 1 日 

法適用 
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地方公営企業会計は経営が継続することを前提として、1 事業年度という定められた単位期間にお

ける期間損益を算定することが目的である。しかしながら、この期間計算においては収入のすべてが、

その期間の収益とはならず、また支出もすべてがその期間の費用とはならない。このように、支出さ

れた額の一部は費用化されず、様々な経済価値として次年度以降に残されるものが資産である。 

資産は、固定資産、流動資産および繰延勘定に分類される。固定資産と流動資産は、その換金され

るまでの期間の長短によって分類するのが通常の基準であり、1 年という期間を設定して、資産をそ

の期間内に換金し得るものと、そうでないものとに分類するワン・イヤー・ルールの原則が採用され

ている。また、このような基準ではなく、企業がその営業目的を達成するため継続的に所有するもの

のうち、加工や売却を予定しない財産を固定資産とし、その資産を利用して取引の交換に用いる財貨

を流動資産とする分類もできる。このほか両者のいずれにも属さないものを処理するために、別に繰

延勘定という分類項目を設けることがある。 

このように固定資産と流動資産の分類の基準はあっても、その具体的分類は、その資産の企業に対

する機能および流動性によるものであることに注意する必要がある。たとえば、土地・建物について、

これを事業で使用する場合は固定資産となり、不動産会社のように土地・建物を販売する目的で保有

する場合は流動資産となる。図 6.1に資産分類例を示す。 

法適用時においては、資産を明確にする必要があるとともに、地方公営企業会計を採用した後はこ

の分類に沿った処理を日々行うことになるため、法適用後における資産整理方針を基本として位置づ

けるべきである。しかしながら法適用前の資料は、法適用後のように最適な資料が全て揃っていると

は言えず、整理が困難なことが多いため、既存資料の状況によっては資産整理内容が大きく異なって

くる。このため、官公庁会計方式で取得した資産を地方公営企業会計上の資産・負債・資本として整

理する方法と地方公営企業会計方式として毎事業年度の資産を決定する方法の双方を念頭において検

討する必要がある。 

                  図 6.1 資産の分類の概要   出典：公営企業の経理の手引き

第６章 固定資産調査・評価方針 

第１節 固定資産調査・評価の基本事項 

（１）資産の意義 

（２）資産の分類の意義 

資産 

土地、建物及び附属設備、構築物、鉄道車両、自動車その他の
陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産、建設仮勘定等 

有形固定資産 

固定資産 無形固定資産 営業権、借地権、地上権、特許権、ソフトウェア、リース資産等 

投資その他の資産

当 座 資 金 現金及び預金、売買目的有価証券、受取手形、未収金等 

たな卸資産  貯蔵品、製品、原材料等 

前払費用(貸借対照表日の翌日から起算して 1年以内に費用化されるも

のに限る。)、前払金、未収収益等 
その他の流動資産

流動資産 

繰延勘定 

前払費用（流動資産に属する前払費用を除く。） 
投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金、長期前払消費税 

鉄道事業に係る災害損失（繰延経理するものとされた災害損失に限る。） 
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資産とは、会計学または経済行為における言葉で、その分類の代表が「地方公営企業法」における

勘定科目の分類と考えられる。また、資産は修繕や改築を加えてその資産を技術的に保守管理しなけ

ればならず、技術分野においても資産管理が容易な分類でなくてはならない。資産の分類（経済的行

為）とは、施設または設備の分類（技術的行為）と言いかえられる程、資産管理と施設管理は一貫性

をもたせる必要がある。 

これらに関係する各種の規程等を以下に列記する。

① 地方公営企業法における勘定科目 

② 標準的耐用年数表における分類 (国土交通省改築分類と略称する。) 

(下水道事業の手引き) 

法適用後の財務処理のみを考慮した場合、地方公営企業法の分類で十分である。しかしながら今後

資産データのアセットマネジメント等への有効活用を考慮すると、さらに詳細な分類が必要となって

くる。資産データの将来的な発展性を考慮して資産分類の方針を整理すると、表 6.1、図 6.2 のよう

な資産・設備分類階層構造となる。 

表6.1 資産・設備分類階層構造（案）

款 項 目 節 大分類 中分類 小分類 

固定資産 有形固定資産 土地・建物 等科目 下水道事業区分 施設区分 設備分類 機器群 

地方公 営 企 業 法 に よ る 分 類 国土交通省標準的耐用年数に関わる分類 

（３）資産分類方法 
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図 6.2 資産・設備分類系統図（案）

地方公営企業法による分類 国 土 交 通 省 に よ る 分 類

有形固定資産

目 節款 項 

固

定

資

産

有
形
固
定
資
産

土 地

建 物

車 輌 運 搬 具

構築物 管路施設

ﾎﾟﾝﾌﾟ場施設

ﾎﾟﾝﾌﾟ場機械設備 

ポンプ設備

ゲート設備

除 塵 設 備 搬 出 設 備 №1 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞ

ｱ

№2 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞ

ｱ

し渣洗浄機

し渣脱水機

し渣処理設備 

具体的名称小分類 中分類 大分類

工具、器具及び備品

そ の 他

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

機械及び装置

投 資

マンホール

円 形 管

取付管 

ﾎﾟﾝﾌﾟ場電気設備 

沈砂池設備

塩 ビ 管 φ250mm

コンクリート製 １号マンホール

取 付 管 取 付 管
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資産を評価するとは、各々の詳細資産に対する管理基準を定めることと、下水道事業としての特質か

らも考慮されなければならない。例えば、補助金の取り扱いや計算の手法等の方針を決定する必要があ

る。ここではその評価方針について述べる。 

償却計算手法には定額法と定率法があるが下記とする。 

     ① 有形固定資産･････定額法 

   ② 無形固定資産･････定額法 

③ 取替資産･････取替法（定額法） 

①項の有形固定資産は、定額法の他に定率法も採用できることとなっている。平成 10 年 10 月 5日

付で、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得の建物については定額法とすることに（地公企令第 7条）改

正された。また「地方公営企業の会計規程の準則について」（昭和 41年 8月 20 日自治企１第３号）

（別紙）の第 81 条にかかわる留意点、2.個別的事項（42）において水道事業の場合は定額法によ

ることが適当とある。従って、その記述より全て定額法の採用を基本とする。 

②項の無形固定資産は、地公企施則第 7条第 1項により定額法に定められている。 

③項の取替資産は、地公企施則第 7条第 2項により取替法に定められている。 

資産別残存価額は下記とする。 

①有形固定資産    定額法    帳簿原価の 10％とする（地公企則第 8条第 1項） 

②無形固定資産    定額法    帳簿原価の 0％とする（地公企則第 9条第 1項） 

③取替資産      取替法    帳簿原価の 50％とする（地公企則第 2条第 8項） 

資産別償却限度額は下記とする。 

①有形固定資産       帳簿原価の 95％ 

② 無形固定資産       帳簿原価の 100％（この表現は①との関連で示すのみ） 

③取替資産         帳簿原価の 50％（この表現は①との関連で示すのみ） 

（地公企施則第 8条第 1項）に「有形固定資産の償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳

簿原価の 100 分の 5に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行った償却額の合計

額を控除した金額をこえることはできない。」と示されている。これにより、①の有形固定資産は残存

価額までの償却以後も 5％残存まで償却できると読み替えることができる。なお②の無形固定資産、

③の取替法については、いずれも特別の規定がないので計算式の通り上記の表現となる。 

第２節 資産の評価方針 

（１）減価償却の方法 

（２）残存価額 

（３）償却限度額 

帳簿原価－残存価額 

耐用年数 
償却額＝ 

帳簿原価－残存価額 

耐用年数 
償却額＝ 

帳簿原価－残存価額 

耐用年数 
償却額＝ 
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 建設改良費に充てた国庫補助金、県補助金、一般会計繰入金等の建設補助金の取扱いは、海老名市下

水道事業の損益計算に大きな影響を与える。建設補助金は、償却相当額が損益計算書（P/L）の収益に計

上され、自己財源（地方債）は、償却相当額が損益計算書（P/L）の費用に計上されるため、固定資産調

査・評価において各資産に建設財源である建設補助金、自己財源を正確に割り当てていく必要がある（図

6.3参照）。 

海老名市公共下水道事業特別会計の決算書より、過年度建設改良費に充当された建設財源を調査した

結果は表 6.2のとおりである。これら建設財源に関する詳細な資料は、現存していないため、各資産へ

の財源の充当方法については次年度以降の固定資産調査・評価実施時に十分検討する必要がある。

管きょ築造費
100

国庫補助金
50

地方債
50

建設改良費 建設財源

管きょ築造費
50

国庫補助金
償却相当額

25

国庫補助金
25

建設改良費 建設財源

減価償却額
50

地方債償却相当額
25

地方債
25

P/L 長期前受金収益額へ計上

P/L 費用（減価償却費）へ計上

BS 負債（長期前受金）へ計上

BS 負債（地方債）へ計上

図6.3 建設財源の償却相当額の財務諸表への計上について

表6.2 海老名市下水道事業における主な建設財源

財源 充当された年度

国庫補助金 S48 年度～H25 年度

受益者負担金 S53 年度～H25 年度

下水道事業負担金 S52 年度～S53 年度、S59 年度、S62 年度～H3 年度）、H9 年度～H11 年度

県補助金 S48 年度～S50 年度、S62 年度～H23 年度

一般会計繰入金 S48 年度～H25 年度

市債（地方債） S48 年度～H25 年度

※一般会計繰入金による、建設改良費充当額は不明

設備投資に要した費用（設備投資総額）は、直接費と間接費に分離されて整理され、また直接費の

うちには、工事請負額と直接経費である委託料や負担金等に分けられる。また工事請負額のうちには、

付帯工事と称される付帯工事請負額に分けられる。これら直接費のうちの直接資産を形成した工事請

負額以外の間接費類も資産形成に投資した経費として整理のうえ、加算しなければならない。 

一方資産形成に、間接的に必要とされる経費に事務費（人件費）が必要となるわけであるが、これ

第３節 建設補助金等の取扱い 

第４節 間接費の取扱い 
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らの間接費も資産形成に必要とする経費であり加算しなければならない。 

以上間接費には、直接工事を補完させる①付帯工事請負額と、これら請負工事を補完させる委託料

等の②直接費の他に③事務費等の経費を間接費と称し、この間接費は本資産に配分するものとする。

図 6.3にこれらの関係を示す。 

本工事請負額

本工事請負額

工
事
請
負
額

（附帯工事請負額）

取得価額表 取得価額（請負額ベース）

決

算

書

及

び

付

属

資

料

下

水

道

建

設

費

直

接

費

工事請負額

直
接
経
費

委託料
負担金
補償金

間
接

費

事務費

財

源

国 庫 補 助 金

県 費 補 助 金
受益者 負 担金

寄 付 金
等

市 債

無形固定資産・投資の把握

流 動 資 産 の 把 握

繰 延 資 産 の 把 握

有形固定資産の把握

資

産

の

把

握

各
経
費
の
配
分

各
財
源
の
特
定

間 接 費 の 配 分

付帯工事請負額

付帯工事費

工 事 負 担 金

図 6.4 間接費の整理と取扱い 

固定資産の取得時期は、原則として当該資産の所有権を取得した日の属する時期をいうことである。

詳細を例記する。 

① 原則として施設の建設、設備の設置を行った時期とする。なお、数年度にわたる建設工事につ

いては、その施設の一部若しくは全体が稼動を開始した時期とする。 

② 工具、器具及び備品、車両運搬具等の購入資産は、これを検収した時期とする。 

③ 土地等所有権を取得した日とその登記の日が異なる場合は、その所有権を取得した日とする。

ただし、所有権を取得した日が明らかでない場合は、登記の日を取得の時期とする。 

④ 取得の時期の不明な資産については、当該資産が使用されている事業の開始の時期等より推定

するものとする｡ 

資産の取得時期は、その後の評価（減価償却）において、経過期間を表す要因である。資産の取得

は年月日まで判明することが多いが、全ての基本単位は年とし、（地公企則第 8条 6項）取得年度をも

って資産取得の時期とする。表 6.3にその具体的な基準を示す。 

第５節 資産取得の時期 

（１）原則 

（２）資産科目との具体例 
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表 6.3 資産科目別取得時期の考え方 

資産(科目)名 取得時期の原則 取得単位 

・建物 

・構築物 

・機械及び装置 

請負工事が完成した年度をその工事の取得年度とする。ただし

初期（第 1期）の供用開始年度以前の取得資産の減価償却計算

開始年度は供用開始年度を基本とする。 

年度単位 

・車両運搬具 

・工具、器具及び備品 
検収した時期 年度単位 

・土地 

所有権を取得した日。所有権を取得した日と登記の日が異なる

場合は、所有権を取得した日とする。所有権を取得した日が明

らかでない場合は登記の日とする。 

年度単位 

・無形固定資産 検収した時期 年度単位 

・受贈財産 各々上記による。 年度単位 

固定資産の取得価額は原則として、その資産の取得に要した全ての経費の合計額をもって表わす。 

① 取得価額は、工事設計書、工事台帳、決算説明書その他の会計記録を基礎とし、不明な時は

疑似設計書（適正に見積った価額）で対応する。 

② 無償で譲り渡しを受けた固定資産の価額は、取得年度、損耗度合、取得時点における時価等

を勘案して適正に見積った価額とする。 

③ 直接費のほか間接費である職員給与費、事務費、受益者負担金徴収経費等資産の取得に要し

たすべての経費を含むものであること。 

④ 間接費は、車両運搬具、工具、器具及び備品、土地、無形固定資産には配分しない。土地取

得のための経費（用地測量費等）は発生するが、事務手続きの簡素化を目途として、工事への

間接費として処理する。

法適用準備に際し、有形固定資産の把握業務が大部分を占めるといっても過言ではない。また、そ

の中心をなすのはこの取得価額である。地方公営企業会計における取得価額は、その資産の取得に要

した費用の全て（間接費等）の合計額を言うのであるが、その取得額算出の過程は明確にすべきであ

る。表 6.4に具体的な基準を示す。 

表6.4 資産科目と取得価額 

資産科目 取得価額把握の原則 間接費の配分 

・建物 

・構築物 

・機械及び装置 

◆工事設計書 

◆適正に見積った価額（疑似設計書作成） 
配分する 

・車両 

・工具、器具及び備品 
購入書類 配分しない 

・土地 売買契約書 配分しない 

・受贈資産 
◆取得額不明の場合には、取得年度、損耗度合、取得時点に

おける時価等を勘案して見積った価格（疑似設計書作成） 
配分しない 

・間接費 

◆職員の人件費等の事務費と、付帯工事や設計等の委託料で

ある間接費の合計額をいう。なお間接費は、土地、車両、

工具器具及び備品、無形固定資産には配分しない。 

第６節 取得価額の把握 

（１）原則 

（２）資産科目との具体例 
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資産内容のうち、金額を取り扱う要素として耐用年数は「法定」の耐用年数が基本で地方公営企業

の場合、地方公営企業法によって定められている年数を使用することになる。     

法的な経済指標には「地方公営企業法」の定める耐用年数を基本とするが、技術的検討等には何種

類かの耐用年数が存在し、それらの参照または検討をしなければならないことが多くそれらの耐用年

数への対応も、今後の法適用準備業務において考慮すべきである。

 地方公営企業法を適用する企業が使用しなければならない耐用年数で下記による。 

  ●地方公営企業法施行規則第 7条および第 8条別表第 2号～第 4号 

   （昭和 27 年 9 月 29 日 総理府令第 73 号） 

  ●地方公営企業法の適用を受ける指定事業の勘定科目等について、別紙 2 

   （昭和 38 年 12 月 12 日 自治丙企発第 5号） 

第７節 耐用年数の把握 

（１）方針 

（２）取り扱う法定耐用年数 
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表６.5 主たる資産の耐用年数 

下水道事業における企業会計導入の手引き 2013 年版 公益社団法人日本下水道協会より抜粋 
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法適用準備業務においての帳簿価額の把握とは、法適用日の固定資産台帳に附される当該資産の価額

をいい、以下の内容に沿って把握する。

 ① 再評価基準日前に取得した資産の帳簿価額の算出 

再評価基準日前に取得した資産については、昭和 27 年 4月 1 日現在において、再評価規則（地方公

営企業資産再評価規則、昭和 27 年 9月 29 日）に定めるところにより再評価を行い再評価基準額を算

出し、この再評価基準額から昭和 27年度以降法適用日までの経過年数に応じた減価償却費の累計額を

差し引いた額を帳簿価額とする。 

 ② 再評価基準日後に取得した資産の帳簿価額の算出 

再評価基準日後（昭和 27年 4月 1 日以降）に取得した資産については、取得価額から取得年度の翌

年度以降法適用日の属する年度の前年度までの経過年数に応じた減価償却費の累計額を差し引いた額

を帳簿価額とする。 

本市においては再評価基準日（昭和 27 年 4 月 1 日）前に取得した資産は無いので、すべて②のケー

スに該当する。地方公営企業に準じた資産の取得価額は、各資産の取得に要した全ての経費を計上し

た取得原価から法適化直前までの減価償却累計額を控除して求める。

取得価額
（円）

年度

間接費

工事請負額

減耗分
（年数経過による資産価値減少分）

法適用年度取得年度

法
適
用
時
の
帳
簿
価
額

図6.6 法適用時の取得価額の考え方 

第８節 帳簿価額の把握 
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受贈資産とは無償譲受されたものであり、それぞれ適正な資産整理・評価を行い、法適用後も管理

していく必要がある。受贈財産は、海老名市公共下水道事業以外の施工主体（土地区画整理事業体、

民間開発業者）により施設建設が行われ移管、寄贈（土地等も含む）等をされたものである。

保管されている資料では、受贈財産の取得価額が分かる資料がない。そのため、受贈財産について

は疑似設計により、適正な見積価額を算出し評価する。

下水道台帳

塩ビ管φ200mm
L=100ｍ

1号人孔
N=4箇所

下水道台帳から施設種別、
数量を抽出する。

過年度工事設計書等

年度 φ200 φ250 φ300 φ350 ・・・・

S48 20,000 25,000 30,000 35,000

S49 30,000 30,000 40,000 45,000

・・・・

H24 45,000 50,000 60,000 65,000

H25 50,000 55,000 65,000 70,000

疑似単価表を作成

数量×疑似単価＝資産評価額

疑似単価を用いて資産整理・評価

図6.7 疑似単価を用いた資産整理・評価の概念図 

疑似設計書の精度を高めるためにはより高い精度の単価を作成する必要がある。疑似単価の作成に

はいくつかの方法が考えられる。

①~③に代表的な疑似単価算出方法を挙げる。

第９節 受贈財産の取扱い 

①任意の幹線系統よりその数量（管径、延長、土量、人孔か所、取付か所等）を算出し現在の単

価にて施工条件を仮定して疑似単価を作成する方法 

②下水道協会の費用関数より算出する方法 

③資料収集した実際の工事設計書より疑似単価を作成する方法 
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表 6.6 疑似単価の作成方法の比較

No メリット デメリット 判定 

① 

◆管種、管径、埋設深等の選定が可能

である。 

◆必要な管種、管径を網羅しようとすると膨大な

延長が必要となる。 

◆単価は近年のものを使用する。 

◆ボックス、特殊人孔等の特殊構造物の単価設定

が困難である。 

× 

② 

◆関数化されているためあらゆる管径

に適応可能である。 

◆単価作成の手間が少ない。 

◆管種毎の区別が不可能である。 

◆金額は諸経費込みとなる 

◆金額は人孔・取付管設置費込みとなる。 
× 

③ 

◆調査済の工事設計書を使用するため

精度は高い。 

◆設計額は当時の単価を使用して算出

する。 

◆設計書のない年度はデフレータ係数により試

算することとなる。 

◆年度により管種管径に偏りがある。 ◎ 

海老名市の下水道事業は、昭和 47 年度より着手され、現在まで約 40 年間にわたり整備されてきたも

のである。この長い年月の間に施設の老朽化や、街路整備等による布設替え等が多々行われてきている。

法適用までの資産の整理においては、これら撤去された管路施設の施工か所を確認し、その分は資産計

上しないものとする。決算額の整理においても現存しない施設（撤去済の施設）に対する額を減じるも

のとする。撤去された施設の施工か所の確認については資産管理基図において施工か所が重複したもの

について、古い施設を除却資産として処理する。

資産管理基図

H20-001

H20-002

H20-003
S50-001

H20-003を布設する際にS50-001は
除却（撤去）されている。 S50-001は
資産計上しない。

S50年度の建設に係る決算額

S50-001の
工事請負費

を含んだ金額
法適用時の
資産額

撤去された
資産に要した

金額は控除する。

図6.8 除却資産の特定方法と資産額からの建設相当額控除の概要図

固定資産調査・評価において作成する固定資産台帳と位置情報を関連付けするために、資産管理基図

を作成する。資産管理基図は、下水道台帳を基図として作成するものとし、作成方法としては次のとお

りである。海老名市下水道事業の資産管理基図の作成方法は、「現行下水道台帳システムを利用して作成」

が適しており、この方法で資産管理基図を作成する。固定資産調査・評価の段階で資産管理基図を作成

することで、不明資産の特定ができる。不明資産は下水道台帳属性データから種別、数量を特定できる

ため、疑似単価を用いた固定資産評価方法により適正に評価し、固定資産に計上する。

第１１節 資産管理基図の作成と不明資産の取扱い 

第１０節 除却資産の取扱い 
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表 6.7 資産管理基図作成方法の比較検討

項目 CAD で作成 現行下水道台帳システムを利用 新規システムを導入 

作成 

方法 

の概要

下水道台帳を CAD データに

変換し、CAD で管理番号を路

線ごとに布設する。 

下水道台帳システムの属性デー

タに資産管理番号を入力する。

下水道台帳システム上で資産を

管理する。 

新規に管理基図用のシステムを

導入する。資産管理システムと

リンクさせて管理する。 

下水道台帳属性データに資産管理番号を入力して管理

下水道台帳システム 

固定資産台帳システム 

長所 ◆現行システムの改良等を

要さず最も簡易な方法であ

るため、簡単に管理基図の作

成ができる。 

◆現行の下水道台帳システムを

利用するため導入は容易である。 

◆固定資産の情報と位置情報を

同一システム上で一元管理でき

るため、AM、SM の際にデータを

有効活用できる。 

◆資産台帳システムと下水道台

帳システムをリンクさせるため

下水道台帳システム上で固定資

産台帳等の閲覧が可能。 

◆固定資産の情報と位置情報を

同一システム上で一元管理でき

るため、AM、SM の際にデータを

有効活用できる。 

短所 ◆下水道台帳の更新に追随

できないため、定期的に管理

基図の背景データ（地形や管

路施設情報）を更新する必要

がある。 

◆現行下水道台帳システムの属

性データ入力項目について多少

の改良が生じる可能性がある。 

◆固定資産システムとは切り離

されているため、システム間の連

携は困難である。 

◆新たに下水道台帳システムを

導入する必要があり、費用が最

もかかる。 

◆現行下水道台帳システムの改

廃を検討する必要があり、導入

するにあたり時間を要する。 

評価 × ○ △ 

下水道台帳属性データに固定資産台帳の
管理番号を入力することで管理

固定資産の情報 資産管理基図（下水道台帳）

固定資産管理システム

固定資産台帳

固定資産台帳の管理番号

施設ごとの属性データ

図6.9 資産管理基図の概要図 
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近年下水道施設の老朽化に伴い改築更新事業が増大し“延命化”という措置がとられてきている。 

施設の延命化措置とは、ひとつにはその老朽化の具合により耐用年数に達する以前であっても適宜手

当て（補修）することによって本来の性能を維持することである。

もうひとつには、改築工事（管更生工事等）として手当てしたことにより新たな耐用年数を見込む

ものがあると考えられる。具体的な措置としては次のとおりである。

（１）管路施設・・・・・・・・・管更生工事、耐震化措置のよる可とう継手の設置等

（２）ポンプ場・処理場・・・・・各機器、部品類等の交換等

図6.10 延命化工事の概要（中期ビジョンより） 

資産整理上での修繕と改築は次に示すように定義できる。延命化措置といわれる工事が、修繕に該

当するのか改築に該当するのかの区分は、その工事の内容次第であり、どのような主旨で工事を行う

ものであるのかということである。

その区分が実務上困難であることから、あらかじめ収益的支出の区分基準（修繕費支弁基準）を策

定して処理する方法がある。修繕費支弁基準とは費目毎にどのようなものが修繕費とするかを規定す

るものである。

表6.8 修繕と改築の資産整理における区分

No 区  分 内    容

① 収益的支出 修繕 能力、耐用年数を維持

② 資本的支出 改築 能率の向上、耐用年数の延長

（２）資産整理の上での考え方 

（１）長寿命化対策について 

第１２節 施設の延命化工事の取扱い 
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延命化工事における資産整理方法（案）を示す。

表6.9 延命化工事における資産整理方法（案）

区分 具体例

各機器、部品類等の交換等

維持（収益的支出）
汚水ポンプ羽根交換、

オーバーホール等

改築（資本的支出） 汚水ポンプ取替等

管更生工事

維持（収益的支出）
止水目的とした

部分での更生工事等

改築（資本的支出）
強度を期待する

更生工事等

耐震化措置 維持（収益的支出）
可とう継手の設置、

人孔補強等

管更生工事  ここでの更生工事とは更生工法を使用した工事という意味であり、その場合、補

修するものもあれば改良工事とする場合もある。

  耐震化措置  可とう継手を設置する場合では、従来の性能以上のものを付加するが、本来の管

渠あるいはマンホール自体の耐用年数を新たに 50 年とするものではない。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

＜参考＞ 

“機械及び装置”については、特に定期的な維持管理が不可欠な設備であり、設備の機能の維持、

延命化を目的としたオーバーホール等が行われている。資産管理では、例示のように、水中ポンプ一

式を最小管理単位としているが、水中ポンプは、主軸、羽根車、シール材、ブラケット等の多数の細

かい部品よりなっている。オーバーホール等では、資産の最小管理単位以下の部品について行われる

ケースがほとんどである。

部品についてもそれぞれ耐用年数が設定されており、オーバーホール等による耐用年数の更新は見

込めるものである。しかしながら、資産整理と維持管理の管理単位が異なるため結果を資産管理に反

映させることは難しい。管理単位を維持管理にあわせることは、会計上そこまで詳細なものは求めら

れておらず、また多数の部品それぞれ資産として管理することは現実不可能である。

しかしながら、耐用年数の更新を見込んで資本的支出で行うものについては、費用化する必要があ

り、資産整理を行う上で無視することはできない。オーバーホール等の施設延命化措置の取り扱い例

を次に示す。資産整理実施段階では、延命化工事の内容を十分に把握し、適切な方法で資産整理を行

う必要がある。

（３）資産整理方法（案） 
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①改良工事と同様の処理 

改良工事と同様に、元の資産を除却し、新たにオーバーホール等の施設延命化措置を資産化する。

これは、元の資産が最小管理単位であり、施設延命化措置は最小管理単位以下であるため、除却方法、

資産登録方法に問題がある。このような取扱は過去および他市町村の事例がない。また、耐用年数の

更新についても問題がある。

②間接工事として処理 

耐用年数の更新を見込んで資本的支出で措置を行っているため、費用化する必要があるが、上記の

とおり資産として登録することは困難である。そこで、間接費として当該年度の資産に施設延命化措

置の金額を配賦する。（ただし、資本的支出の場合のみ）

③資産整理では考慮しない 

除却方法、資産登録方法に問題があるため資産整理では施設延命化措置は考慮しない。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

資産整理手法は、地方公営企業会計に必要な最小限のデータ整理（必要最小限）、または下水道事業

のライフサイクルコストの適正化に最大限貢献できるデータとして整理（付加価値を高める）、資料の

有無等によって変化する。資産整理手法は、「下水道事業における企業会計導入の手引き」（社）日本

下水道協会発行 に次の３手法が示されている（図 6.11参照）。 

法適用後は、資産整理に最良な資料の工事設計書が存在するので、その明細書の内容でかつ最小の

管理単位とすることが可能である。しかしながら、過年度特に施工年度が古い工事等は、資料が残っ

ていないケースが多いため、法適用前の条件も考慮して決定する。 

第１３節 固定資産調査・評価方針の検討 

（１）資産整理手法 

Aポンプ場
主ポンプの帳簿価額

昭和○○年取得
１，０００万円

Aポンプ場
主ポンプのオーバーホール

平成○○年取得
１０万円

主ポンプの帳簿価額の一部を切り崩し
除却的な処置を行うことは耐用年数の
取り扱いも問題となる。

○○年度取得資産 Aポンプ場
主ポンプのオーバーホール

平成○○年取得
１０万円

当該年度取得資産に間接費として
施設延命化工事費を配賦して費用化
する。
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 簡易整理手法は、資産データの精度が低く、将来の除却処理等に支障をきたすので採用しない。 

 詳細整理手法は、資産を詳細に分解して資産登録する方法であり、下水道台帳システムとの連携が

必須である。法適用後の資産整理及び決算処理は、工事完了となる年度末から数週間の間に行わなけ

ればならない。詳細整理手法を採用した場合、この短期間に膨大な量の資産整理を行う必要があり、

担当職員への負荷は非常に大きくなる。 

標準整理手法は、工事単位での整理を基本とし、管種、管径、人孔種別、桝及び取付管毎に数量、

金額が明確になる方法である。詳細整理手法と比較して法適用後の資産整理及び決算処理における担

当職員への負荷は小さい。また管種、管径、人孔種別、桝及び取付管毎に資産整理を行うため、アセ

ットマネジメントを行う際の資産整理データの活用は可能である。 

 運用の難易度、除却作業の難易度、作成する資産データの精度の高低等を総合的に判断して、“標準

整理手法”が最適である。資産整理に用いる資料についても、下水道台帳が整備されているため、こ

の手法を採用する上で問題ない。 

標準整理手法 簡易整理手法 詳細整理手法 

○○工事
汚水管路施設
塩ビ管φ200mm 40ｍ 40万円
塩ビ管φ250mm 20ｍ 20万円
1号人孔 4箇所 40万円

△△工事
汚水管路施設
塩ビ管φ200mm 40ｍ 30万円
1号人孔 2箇所 20万円

汚水管路施設1式 150万円 ○○工事
汚水管路施設
塩ビ管φ200mm 40ｍ 40万円
塩ビ管φ250ｍｍ 20ｍ 20万円
１号人孔 4箇所 40万円

△△工事
汚水管路施設
塩ビ管φ200mm 40ｍ 30万円
１号人孔 2箇所 20万円

図６.11 資産整理手法の概要 



第６章 固定資産調査・評価方針

- 49 - 

表６.10 資産整理手法の検討 

項目 標準整理手法 簡易整理手法 詳細整理手法 

概要 管路に関しては、工事毎に整理

し管きょ、マンホール、桝及び

取付管に内容を分解する、処理

施設・設備等に関しては、主要

機器構成で 1 資産とする。補

助・単独、雨水・汚水区分も明

確化する。 

勘定科目及び耐用年数の区分

に沿った資産整理単位で調

査・評価する。 

実体資産を管理するシステム

データを利用して、資産整理を

実施する。 

主要な調査 

資料 

決算書、工事台帳、設計書、完

成図書、下水道台帳、設備台帳、

土地台帳等 

決算書、工事台帳、施設工事設

計書等 

決算書、工事台帳、設計書、完

成図書、下水道台帳、設備台帳、

土地台帳等 

資産整理単位 勘定科目＋工事毎管種口径別

延長・設備機器単位 

勘定科目 勘定科目＋工事毎管種口径別

延長・設備機器単位 

作業難易度 資産が多種多様となるので、あ

る程度の専門知識が必要とな

る。 

工事台帳や設計書程度の資料

を基に作業を行うので特に専

門的な知識は必要としない。 

資産調査に加えて台帳作成を

行うために完成図書などを理

解する知識が求められる。 

作業 

期間 
やや長期（1～2年） 短期間（約 1年） 長期（約 2～3年） 

直営の作業性 直営でもできるが組織体制を

整える必要がある。日常業務へ

の負担が大きい。 

直営でもできる。委託した場合

でも安価 

台帳作成に関する部分は委託

する必要がある。 

委託費 やや高価 安価 高価 

資産数 多 少 多 

減価償却費の

観点 

実態とある程度一致する考え

方のため特に問題はない。 

実態とそぐわないため、経理上

の資産と実体資産が乖離して

いくことがある。 

標準整理手法と同様 

除却 

資産の対応 

比較的簡単に除却資産の特定

が行える。 

除却資産の特定が難しい 台帳システムの情報を活用で

きるため、確実な除却資産の特

定が可能となる 

運用の難易度 やや簡単 簡単 台帳等の新規情報構築運用が

必要 

残存資料での

適用性 

適用可能 適用可能 適用可能 

評価 ◎ × △
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資産整理評価は、次のフローに基づき実施する。 

（２）資産整理評価フロー 

Start 

工事台帳の有無

資料収集

・工事台帳・工事設計書

・工事契約書・決算書

・決算説明資料・下水道台帳

・供用開始位置図・起債申請書類

・受贈財産資料・備品・土地等台帳

・無形固定資産資料

有り 無し

工事台帳の作成

工事設計書

の有無

工事設計書

の有無

下水道台帳から属

性データの抽出

有り 無し

有り無し

金額・数量等の整理

下水道台帳への書き込み

下水道台帳への

書き込みが無い路線

は不明資産

疑似単価の作成

疑似設計の作成

金額・数量等の整理

下水道台帳への書き込み

下水道台帳への

書き込みが無い路線

は不明資産

間接費の配賦

財源の配賦

減価償却計算

長期前受金収益額の計算

END 

工事財源の検討
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 法適用に向けた資産整理で対象となる、海老名市公共下水道事業の資産は次のとおりである。

①管路施設（公共下水道事業で建設） 

施設名称 数量 

公共下水道管路施設 315,847.69ｍ（汚水） 

 99,529.08ｍ（雨水） 

年度 件数 資料の状況 資産整理・評価方法 

S47 年度～H20
年度

工事設計書が保管されて

いないため、年度につき汚

水補助工事、雨水補助工

事、汚水単独工事、雨水単

独工事の 4 本を計上。

37 年度分×4＝148 件

工事設計書無し

下水道台帳整備済

み

下水道台帳から資産の種別、数量を

抽出。疑似単価を用いた疑似設計書

を作成して資産整理・評価を行う。

H21 年度 32 件（工事台帳より） 工事設計書有り

下水道台帳整備済

み

工事設計書が有るため、工事設計書

記載の金額により資産整理・評価を

行う。
H22 年度 21 件

H23 年度 23 件

H24 年度 18 件

※平成 25 年度以降は、工事設計書が有るため、これに基づき整理する。過年度の工事資料についてはマイクロフィルム化して保管

されているため、資産整理実施段階ではこれに基づき整理する、基本計画策定の段階では工事本数を把握できないため、上記のとお

り算定した。

②マンホールポンプ場（公共下水道事業で建設） 

施設名称 数量 

マンホール形式ポンプ場 1 箇所 

③受贈財産

年度 件数 資料の状況 資産整理・評価方法 

S57 年度～H28
年度（H25 年度

から H28 年度に

ついては寄付採

納資料が無いと

想定）

寄付採納資料が不明であ

るため、S57～H28 年度ま

で、年度 1 本を計上。

36 件を計上

寄付採納資料（資産

評価が可能な資料）

無し

下水道台帳整備済

み

下水道台帳から資産の種別、数量を

抽出。疑似単価を用いた疑似設計書

を作成して資産整理・評価を行う。

④土地

年度 件数 資料の状況 資産整理・評価方法 

S59 年度～H22
年度

78 筆（土地台帳より） 土地台帳有り。 土地台帳に取得価格が記載されて

いる。

ただし無償譲渡の土地については

取得価格が無いため路線価等を用

いて適切に評価を行う必要がある。

第１４節 海老名市公共下水道事業資産と整理・評価方法 
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⑤備品

年度 件数 資料の状況 資産整理・評価方法 

S55 年度～H22
年度

80 件（備品台帳より） 備品台帳有り。 備品台帳にすべての備品の取得価

格が記載されているため、この取得

価格を用いて整理・評価を行う。

⑥無形固定資産（流域下水道建設負担金）

年度 件数 資料の状況 資産整理・評価方法 

S48 年度～H25
年度

44 件（決算書及び予算書

より（H25 年度））

決算書有り。 決算書記載の金額に基づき整理・評

価を行う。

固定資産調査・評価の実施業務を行うにあたり、必要な資料は次のとおり保管されている。 

表６.11 資料の保管状況及び保管場所

名称 保管場所 

工事設計書 昭和 46年度～平成 18 年度分 マイクロフィルム化して保管 

平成 18年度以降 市役所地下 1階地下書庫に保存 

受贈財産資料 下水道課内で保管 

下水道台帳データ 電子データ 

土地台帳 電子データ 

備品台帳 電子データ 

建設費、財源等 決算書で確認可能 

第１５節 資産整理に必要な資料の保管状況及び保管場所 
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「法適用」の準備事務には、法適用の具体的事務手続とその手続きを行うために、また法適用後の事

務方針の決定を行う事務の 2系統に大別することができる。 

①資産分類基準の作成、②資産の調査、③資産台帳の作成、④財源の整理、⑤負債の整理等資産の

把握と評価業務で、開始貸借対照表に定める評価数値の算出である。 

「法適用」準備業務のうちでは最も時間と労力を必要とする業務であり、資料の調査により資産整

理の方法や方針を確立のうえ実際の調査に取りかかることが必要である。 

現行の官公庁会計にはこの事務はなく、今回の「法適用」によって新たに生ずる事務である。 

本市の規模では到底手作業では対応できるものではなく、コンピュータシステムによって処理しな

くてはならないので、資産情報管理システムと財務会計システムの構築は必須条件として構築する。

なお財務会計システムも順次機能の拡張によって対応可能とすることの方が得策の場合がありえるの

で「法適用」時におけるシステム内容の範囲決めも主要な要因と考えられる。 

財政担当部署、会計担当部署が主な調整先と考えられるが、条例・規則等の制定・改正においても

調整が必要となる。一部適用を前提とし、その際に必要な調整事項を示す。調整時期については、他

都市の事例を交えて設定したものであるが、適宜早期着手していくべきである。 

第７章 法適用準備事務の概要 

（１）資産・負債・資本の把握 ※第６章で記述 

（２）資産管理および財務会計処理システムの構築 ※第８章で記述 

（３）関連部局等との調整 
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表 7.1 関連部局との主たる調整項目（項目別）

項目 調整事項 関連部局 調整時期 

組織 人事関係の調整 市長室職員課 H26 年度前半より継続 

経 理

事務 

打切 

決算 

打切決算スケジュール調整 会計管理者会計課 H28 年度当初 

移行前一般会計繰入金事務の確認 財務部企画財政課 H28 年度当初 

予算 

調整 

移行前年度の予算編成スケジュール

調整 

H28 年度当初 

勘定科目・予算科目の検討 H27 年度中旬 

一般会計繰入金について H28 年度中旬 

予算書の製本等について H28 年度末 

法適用

後の 

運用 

移行前年度の起債の申請時期及び入

金時期の調整 

H27 年度当初 

移行後の起債発行事務フローの確認

（申請事務及び銀行折衝等） 

H28 年度当初 

移行後の一時借入金事務フローの確

認（手順及び借入先等） 

H28 年度当初 

契約事務 契約検査事務、事務に対する経費につ

いて 

財務部契約検査課 H28 年度当初 

システム関連 導入システムについて 市長室 IT 推進課 H26 年度後半 

庁内 LAN に関する調整 H27 年度前半 

条例 条例・規則の改正スケジュールの整理 市長室文書法制課 H26 年度前半 

条例・規則の新設・改廃（案）の作成 H27 年度前半 

条例・規則（案）の決裁 H27 年度後半以降 

監査 例月監査の実施内容及び時期の確認

（必要書類等の調整） 

監査委員 H28 年度当初 

公営企業共通事項及び下水道事業独

自事項の説明 

H28 年度当初 

金融機関 出納取扱金融機関（指定予定）の銀行

本店及び総括店に協力依頼 

会計管理者会計課 

各種金融機関 

H28 年度 6月 

関係者に対する法適用実施スケジュ

ールの概要説明 

H28 年度 6月 

関係者との契約書、協定に関する打合

せ 

H28 年度 6月 

収納取扱金融機関（指定予定）の金融

機関に対する説明会 

H28 年度 6月 

金融機関から指定を受けることの内

諾書を受理 

H28 年度 6月 

指定する金融機関、契約、協定書及び

担保の徴収について決裁 

H28 年度 12月 

企業会計に対応する伝票・日報等手続

き方法の確認 

H28 年度 12月 

年度末前後の収納金の取扱いについ

て 

H28 年度 12月 

税務署届け 税務署との調整（届けなど） 大和税務署 平成 29年度当初 

総務省報告 法適用異動報告書 神奈川県庁 平成 29年度当初 
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地方公営企業会計事務が新しく増加することは明白であり、会計に精通した職員の配置は必須であ

る。また法適用の精神から高効率的な企業的経営を目指すとすると、新事業形態として出発するには

新しい組織の形態をも検討して、実行すべき時期でもあると考える。 

「法適用」によって業務の内容に変化が生じ、高効率的な企業的経営を目指すとすれば、業務体系

を見直すには絶好の機会でもあると考える。組織体系と合わせて合理化を図ることが理想といえる。 

出納および支払事務の一部を取り扱う金融機関の指定が必要である。 

「法適用」のスタートに合せ、業務に電算化の採用を図る自治体が増加しつつある。あらゆる業務

へのＩＴの活用は法適用の時期だけでなく継続的に実施し、事業効率の向上を図らなければならない。 

「法適用」の日から発生主義に基づく経理が行われ、帳簿整理が行われることになるので適用の日

時点においての「開始貸借対照表」を作成しておかなければならない。この基となる業務が前項の（1）

資産・負債・資本の把握業務であり、本表が作成されれば「法適用」の業務は完了したものといって

も過言ではない。 

「法適用」年度より地方公営企業会計方式により調製することとなる。新予算の調整は次の 3点に

ついて行う。 

１）収益的収入支出予算（３条予算） 

    経費負担区分を明確にしたうえで、収入支出の予算を整理する。収益的収入に計上する長期

前受金収益額、収益的支出に計上する減価償却費は、資産整理の段階で排除方式を明確にして

おき、汚水相当額、雨水相当額に分けて算出する必要がある。通常収益的収入支出予算は、収

支均衡で予算作成を行う事業体が多い。

    また予算調整を行う前段階（移行前年度当初～中旬）で、一般会計繰入金額について財政部

局と折衝しておく必要がある。その際には、仮の長期前受金収益額（雨水分）、仮の減価償却費

（雨水分）が資料として必要となるので、資産整理・評価を計画的に実施していく必要がある。

（４）組織体系の整備 

（５）業務体系の整備 

（６）出納・収納取扱金融機関の指定 

（７）資産・会計処理以外のシステムの検討構築 

（８）開始貸借対照表の作成 

（９）新予算の調整 
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２）資本的収入支出予算（４条予算） 

    基本的に収支均衡での予算作成となるが、事業量が多い場合は収入不足となる。その場合は

補填財源を含めて収支均衡となるように予算作成する。

図7.1 補填財源を含めた収益的収支、資本的収支の収支均衡の例 

３）特例的収入支出予算 

  法適用日の前日までに支払い又は収入がないもの（未払金、未収金）については、特例的収

入支出予算として計上する必要があるため、予算作成の段階で、未払金、未収金を整理する。

特に法適用前年度末に未収金がある場合は、法適用後資金不足になる可能性があり、一般会計

からの一時借入金等を検討・協議しておく必要がある。打切決算間近での検討・協議では間に

合わないため、予算調整時に打切決算時の状況をシミュレーションしておくことが望ましい。

法適用前年度予算作成時の段階で、未収金、未払金に十分留意し、法適用前年度予算を作成す

るもの一つの手段である。

  さらに消費税についての予算についても次の点が問題となるため、予算作成時には十分留意

する必要がある。



第７章 法適用準備事務の概要

- 57 - 

「法適用」にあたり従来の官公庁会計を精算し、新たに公営企業として特別会計に引き継ぐ必要が

ある。そのため法適用日の前日をもって従前の特別会計の会計年度を終了する。いわゆる打切決算が

必要である。（９）新予算の調整でも記述したが、打切決算時に資金不足にならないように十分留意し

ておく必要がある。 

法適用日の前日をもって出納は閉鎖し、従前のような出納整理期間は存在しない。このため歳入不

足が生じることとなって一時借入金の対応処置が必要となる。また未収金や未払金の予算処置等の経

過措置事務の確立が必要である。 

 法適用の日から 10 日以内と定められている。 

下水道事業へ地方公営企業法を適用する場合は、遅滞なくその旨を総務大臣へ報告しなければなら

ないこととなっている。

（１０）打切決算 

（１１）財務に関する経過措置 

（１２）会計管理者から長への事務引継 

（１３）総務大臣への報告 
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下水道事業に法の適用をする場合に、条例等の制定や改正を行わなければならない。条例の制定に

は法第 2条第 3項による「法の財務規定等を適用する旨」の条例や、法第 34 条の 2、規則第 1条によ

る「会計事務の処理の特例に関する規則」の制定は不可欠で、他の条例の改正または廃止の事務も必

要となる。 

地方公営企業法施行令第 8条において、法適用について必要な事務手続きを法適用の日前において

行うことができ、その場合においてこれらの行為はまだ設置されていない管理者に代わって長が行う

ことができるとされている。その事務の一つが条例・規定等の制定、改正である。 

現行の条例・規則の改正の有無及び、新規制定が必要な条例・規則を次に示す。 

表7.2 条例・規則等の制定・改正について

No 題目 例規番号 制定日 制定・改正の有無 

1 海老名市下水道条例 条例第 49号 H12.12.25 変更なし 

2 海老名市下水道条例施行規則 規則第 18号 S52.09.28 変更なし 

3 海老名市下水道運営審議会条例 条例第 13号 S52.04.01 変更なし 

4 海老名市都市計画下水道事業 

受益者負担に関する条例 

条例第 36号 S48.06.30 変更なし 

5 海老名市都市計画下水道事業 

受益者負担に関する条例施行規則 

規則第 22号 S52.09.28 変更なし 

6 海老名市公共下水道事業 

受益者分担金に関する条例 

条例第 8号 H23.03.31 変更なし 

7 海老名市公共下水道事業 

受益者分担金に関する条例施行規則 

規則第 13号 H23.03.31 変更なし 

8 海老名市公共下水道使用料徴収条例 条例第 34号 H14.10.02 変更なし 

9 海老名市公共下水道使用料徴収 

条例施行規則 

規則第 30号 H14.10.10 変更なし 

10 海老名市指定下水道工事店規則 規則第 4号 H13.03.06 変更なし 

11 海老名市水洗便所改造等助成金 

交付規則 

規則第 20号 S52.09.28 変更なし 

12 海老名市水洗便所改造等資金 

貸付あっ旋規則 

規則第 21号 S52.09.28 変更なし 

13 海老名市水路に関する条例 条例第 15号 S63.03.31 変更なし 

14 海老名市水路に関する条例施行規則 規則第 9号 S63.03.31 変更なし 

15 海老名市下水道事業特別会計条例 条例第 10号 S48.03.31 廃止 

16 海老名市契約規定 規則第 20号 H15.04.01 変更なし 

17 海老名市公金取扱金融機関 

に関する規則 

規則第 2号 S43.04.01 変更なし 

18 海老名市下水道事業の 

設置等に関する条例 

  新規制定 

19 海老名市下水道事業会計規定   新規制定 

（１４）条例・規則等の制定・改正 
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表 7.3 整備すべき条例・規則等 

出典：下水道事業における企業会計導入の手引き

必要となる条例等 
地方公営企業法並びに 

地方公営企業法施行令 
関係法令 

公営企業の設置及びその経営の基

本に関する事項について定める条

例 

地方公営企業法 第四条 

 （地方公営企業の設置） 

海老名市下水道事業の設置等に関

する条例 

（下水道事業の設置） 

（経営の基本） 

地方公営企業法 第十四条 

 （事務処理のための組織） 

海老名市下水道事業の設置等に関

する条例 

（組織） 

企業出納員及び現金取扱員の任命 地方公営企業法 第三十四条の二 

（財務規定等が適用される場合の管理者

の権限） 

海老名市下水道事業の設置等に関

する条例 

（組織） 

地方公営企業法 第二十八条 

（企業出納員及び現金取扱員） 

海老名市下水道事業会計規定 

（企業出納員等） 

企業の会計事務の処理の特例に関

する規則の制定 

地方公営企業法 第一条 

（法の適用） 

海老名市下水道事業特別会計条

例 ・・・廃止 

海老名市下水道事業の設置等に関

する条例 

（法の適用） 

入札保証金及び契約保証金の率又

は額を定める規則の制定 

地方公営企業法 第二十一条の十五 

（入札保証金等） 

海老名市契約規定により変更なし 

予算の調整及び議決 地方公営企業法 第二十四条 

（予算）  

海老名市下水道事業会計規定 

（予算） 

企業の業務に係る公金の出納事務

の一部を取り扱わせる金融機関の

指定 

地方公営企業法 第二十七条 

（出納） 

海老名市下水道事業会計規定 

（金融機関の出納事務取扱い） 

必要がある場合には、予算で定めな

ければならない重要な資産の取得

又は処分を定める条例の制定 

地方公営企業法 第三十三条 

（資産の取得、管理及び処分） 

海老名市下水道事業の設置等に関

する条例 

（重要な資産の取得及び処分） 

必要がある場合には、予算で定めな

ければならない重要な資産の取得

又は処分を定める条例の制定 

地方公営企業法 第三十三条の二 

（公金の徴収又は収納の委託）  

海老名市下水道事業会計規定 

（出納） 

必要がある場合には、職員の賠償責

任の全部又は一部の免除のうち議

会の同意を得なければならないも

のを定める条例の制定 

地方公営企業法 第三十四条 

（職員の賠償責任） 

海老名市下水道事業の設置等に関

する条例 

（議会の同意を要する賠償責任の

免除） 

出納その他の会計事務及び決算の

事務の全部又は一部を出納長又は

収入役に行わせる場合には、その旨

の条例の制定 

地方公営企業法 第三十四条の二 

（財務規定等が適用される場合の管理者

の権限）  

海老名市下水道事業会計規定 

（出納その他経理事務の委任） 

企業の業務状況を説明する書類に

関する条例の制定 

地方公営企業法 第四十条の二 

（業務の状況の公表） 

海老名市下水道事業の設置等に関

する条例 

（業務状況説明書類の作成） 

企業の資産について再評価を行っ

たものとみなす場合には、その旨の

議会の議決 

地方公営企業法施行令 附則第九項 

（資産の再評価） 

海老名市下水道事業会計規定 

（資産の再評価） 

剰余金の処分に関する条例を制定 地方公営企業法 第三十二条の二、三 

（剰余金の処分） 

海老名市下水道事業の設置等に関

する条例 

（剰余金の処分） 



第７章 法適用準備事務の概要

- 60 - 

法適用後の事務を円滑に行うために、企業会計の理念、新予算編成、資産管理そして新規導入さ

れる企業会計システムの操作について職員に対する研修を予定する。 

研修の主な内容、目的、対象者は次に示すとおりとする。 

① 企業会計の理念 

企業会計の概要と理念、法適用した場合の効果等を理解してもらい、企業会計化への理解と経

営意識の向上を図る。        【下水道課全職員対象】 

② 新予算編成及び決算 

法 適 用 後 の 新 予 算 作 成 手 法 、 並 び に 決 算 処 理 に つ い て 、 理 解 を 深 め る 。

【下水道課 経営・財務担当職員対象】

③ 資産管理 

資産調査・評価の必要性、作業手順について、法適用後の資産管理業務について説明する。

【下水道課全職員対象】 

④ 企業会計システム操作 

企業会計システムにおける財務会計と資産管理という機能について、各々操作説明を行う。

【下水道課 全職員対象】 

これら研修は専門技術者による実施を予定する。企業会計の理念や新予算編成及び決算については

公認会計士、資産管理については企業会計を熟知した専門技術者、企業会計システム操作については

システム開発担当者による必要がある。資産予算編成や資産管理とシステム操作は当然企業会計シス

テムを使用しての作業となるため双方を見据えた内容とする必要がある。 

研修の実施時期は、その内容によって決まってくるものである。表 7.4に実施予定時期とその理由

をまとめる。 

表7.4 研修実施予定時期とその理由 

内容 実施時期 理由 

企業会計の理念 移行前年度 5～7月頃 
具体な予算編成等が始まる前、移行前年度で

異動による影響が少ない。 

新予算編成及び決算 移行前年度 9月頃 予算編成前の時期 

資産管理 移行前年度 10月頃 
過年度資産整理結果が出た後でシステム操

作研修に合わせる。 

企業会計システム操作 
移行前年度 9月～3月頃 

（2回程度実施） 

財務会計の機能は法適後の日々の業務に直

結するためシステム構築後、随時操作可能な

状態とする。 

（１５）職員研修 
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下水道事業が地方公営企業会計に移行すると共に、従来の官公庁会計より地方公営企業会計方式へ

変更される。これに伴い地方公営企業会計方式の新たな事務処理が発生する。それら煩雑かつ膨大な

伝票処理を手作業で行うことは不可能であり、会計処理のための新たな会計システム構築が不可欠で

ある。

資産評価の面でも、過年度分の資産は約 50年間分という膨大なものである。この膨大な資産を管理

し、減価償却して適正な費用を算出するためには、コンピュ－タ－での計算が不可欠である。 

現行下水道事業を運営する上で使用しているシステムは表 8.1のとおりである。表 8.1に示す財務

会計システムは、現行の官公庁会計方式でのシステムであり、法適用後は別途企業会計方式のシステ

ム導入が必要である。その他のシステムについては、変更なく使用することが可能である。 

表8.1 既存システム一覧

システム名称 所管課 概要 法適用後の取扱 

財務会計システム 企画財政課 現金等の支払など管理するシステム 変更なし 

オフィスバンク２

１（エレクトロニッ

ク・バンキング） 

ＩＴ推進課 銀行取引のオンラインシステム 変更なし 

財務会計システム 企画財政課 官公庁会計方式による財務管理システム 企業会計方式の財務

会計システム導入 

起債管理システム

FAST 

起債台帳を管理するシステム 変更なし 

人事給与システム 職員課 職員の人事及び給与計算業務システム 変更なし 

庶務事務システム 職員の出退勤、休暇、申請システム 変更なし 

健康管理システム 職員の健康診断結果等管理システム 変更なし 

郵便管理システム 文書法制課 郵便発送業務の管理 変更なし 

例規システム 海老名市条例等の管理 変更なし 

文書管理システム 業務に関する文書等の管理 変更なし 

（２）既存システムについて 

第８章 システム構築 

第１節 システム導入の方針 

（１）システム構築の必要性 
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日々の会計処理のための財務会計システムと資産管理のための資産管理システム、２つのシステムを

構築する。

１）財務会計システム 

財務会計システム構築方針として下記の 4点を基本とする。 

①パッケージシステムの利用を前提とする 

・ 多くの稼動実績を持つ十分な機能を持ったパッケージシステムを採用することにより、

開発費用および期間、導入作業工数の軽減を図る。 

・ プラットホーム（ＮＯＳ、ＤＢＭＳ等）の急速な変化に伴う品質保証の確保と法改正等

に対する迅速な対応をパッケージシステムのバージョンアップにより可能とする。 

・ 標準的な機能追加については、パッケージシステムの定期バージョンアップにて対応可

能とする。 

※プラットホーム：あるソフトウェアやハードウェアを動作させるために必要な、基盤となるハードウェアや OS、

ミドルウェアなどのこと。 

②安全性、拡張性のあるシステムである 

・ 本稼動後の運用ニーズに合わせ，クライアント台数の追加、運用方法の変更等が容易に

できる。 

・ サブシステム（契約事務情報システム等）の拡張が、本稼動後も導入済みシステムの稼

動に影響無くスムーズに行える。 

③「公営企業の経理の手引き」に則ったシステム 

・地方公営企業制度研究会編「公営企業の経理の手引き」の内容に則ったシステムであ

ることとする。 

④データの外部出力（CSV 等）やデータ加工が容易にできる 

・システムデータの二次利用を可能とするため、データの CSV 形式等の取り出しが実現で

きることとする。 

             基本的に次に示す機能を有するものとする 

①予算編成・予算書作成（補正予算処理含む） 

ａ）予算単価の設定が可能なこと。 

ｂ）予算要求入力が可能なこと。 

ｃ）見積要求書の作成が可能なこと。 

ｄ）前年度予算要求内容を修正する入力方法があること。 

ｅ）予算要求書、査定資料等への前年度決算見込額の登録・表示が可能なこと。 

ｆ）予算要求書、査定資料等への前々年度決算額の表示が可能なこと。 

ｇ）予算査定が複数回行えること。 

ｈ）消費税計算書の作成が可能なこと。 

ｉ）予算の実施計画書（目レベル）の作成が可能なこと。 

ｊ）予算の実施計画書の作成が可能なこと。 

（３）システム導入方針 
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ｋ）キャッシュフロー計算書の作成が可能なこと。 

ｌ）予算から仕訳を作成することにより予定貸借対照表（当年度分）の作成が可能な

こと。 

ｍ）決算見込の仕訳を作成することにより予定損益計算書（前年度分）の作成が可能

なこと。 

ｎ）決算見込の仕訳を作成することにより予定貸借対照表（前年度分）の作成が可能

なこと。 

ｏ）支出負担行為レベルでの予算残額の管理ができること。 

ｐ）予算残の管理は、細節または細々節でできること。 

ｑ）予算流用が可能なこと。 

ｒ）予備費充用が可能なこと。 

ｓ）予算繰越が可能なこと。 

②執行（支出、収入）管理 

ａ）支出負担行為処理機能を有していること。 

ｂ）複数科目による予定支出負担行為、支出負担行為処理を行えること。 

ｃ）支出負担行為、執行額（未払計上額）、支出済額の管理ができること。 

ｄ）調定額（未収金計上額）、収入済額の管理が可能なこと。 

ｅ）支出予算差引簿の作成、管理が行えること。 

ｆ）支払予定日の登録が行えること。 

ｇ）支払伝票の作成が可能なこと。 

ｈ）振替伝票の作成が可能なこと。 

ｉ）口座振替による支払が可能なこと。 

ｊ）戻入の機能を有していること。 

ｋ）科目更正の機能を有していること。 

ｌ）資金前渡・前金払の機能を有していること。 

ｍ）調定処理を行えること。 

ｎ）収入予算差引簿の作成、管理ができること。 

ｏ）納入通知書（再発行を含む）の作成が可能なこと。 

ｐ）収入伝票の作成が可能なこと。 

ｑ）収納（消込）処理が行えること。 

ｒ）特定収入額の管理が可能でかつ納税計算に反映できること。 

③月次・決算管理 

ａ）総勘定元帳の作成、管理が行えること。 

ｂ）日計表の作成が行えること。 

ｃ）決算報告書の作成が行えること。 

ｄ）損益計算書の作成が行えること。 

ｅ）貸借対照表の作成が行えること。 

ｆ）剰余金計算書又は欠損金計算書の作成が行えること。 
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ｇ）収益費用明細書（決算附属書類）の作成が行えること。 

ｈ）消費税計算書の作成が行えること。 

ｉ）合計残高試算表（例月出納監査用）の作成が行えること。 

ｊ）キャッシュフロー計算書の作成が行えること。 

ｋ）予算執行状況表（節レベル）の作成が可能なこと。 

ｌ）予算執行状況表（事業別）の作成が可能なこと。 

ｍ）比較損益計算書の作成が可能なこと。 

ｎ）比較貸借対照表の作成が可能なこと。 

ｏ）経営分析表（資産・負債・資本に関する比率等）の作成が可能なこと。 

２）資産管理支援システム 

 基本的に次に示す機能を有するものとする。 

① 工事情報が整理される。 

② 請負額情報と間接費情報は明確に区別され処理できる。 

③ 地方公営企業会計移行後においても建設時の情報が明確にされている。 

④ 建設に充当された財源が明確にでき、長期前受金費用化の計算が可能である。 

⑤ 資産分類と耐用年数は標準的耐用年数表（国土交通省）をも処理可能とする。 

また工事台帳としての機能を有し、次に示す工事情報を処理できるものとする。 

①整理番号 

②工事番号 

③工事名称 

④工事（場所）地名 

⑤施工業者名 

⑥工事開始年月日 

⑦工事完了年月日 

⑧設計本工事費額 

⑨請負額 

⑩消費税額 

⑪工事区分(補助、単独、採納の別程度) 

⑫汚水、雨水、合流の区分 

３）カスタマイズについて 

１）の基本方針にて、パッケージシステムの利用を前提としているが、財政部局等をは

じめ他部局との関連もあるため、実施業務にあたり帳票様式の修正等が生じる可能性も

ある。そのためカスタマイズが可能なものとする。 
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ここでは現在の組織体制を基にシステム導入の計画を行うものである。 

システムは、サーバー・クライアント方式とし、各情報をサーバーで一元管理する。接続について

は、既存の庁内イントラネットを使用することを前提とするが、今後情報管理を行う部署と部署との

折衝が必要である。クライアントの端末は新規購入のＰＣ３台とする。 

これらにより、システム（財務会計システム、資産管理システム）およびハードの設置数について

は、図 8.1、表 8.2に示すとおりである。 

プリンタ（新規）①クライアント

PC（新規）

システムサーバ

（新規）

下水道課

②クライアント

PC（新規）

③クライアント

PC（新規）

財務会計
ｼｽﾃﾑ
(新規)

財務会計
ｼｽﾃﾑ
(新規)

財務会計
ｼｽﾃﾑ
(新規)

イントラネット接続

資産管理
ｼｽﾃﾑ
(新規)

図 8.1 システム導入の概要図（案） 

表 8.2 システム設置の必要数（案） 

ライセンス数 

No 名称 台数 財務会計システム 資産管理システム 

1 システムサーバー １ ― ― 

2 クライアントＰＣ ３ ３ １ 

第２節 システム導入の計画 

（既存） 
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作業項目 H25 

年度 

H26 年度 H27 年度 H28 年度 法適用 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

基本計画 ①基本計画の策定              

(1)事前準備調整 ②準備事務局の発足                                       

③関係部局との協議                                       

(2)資産調査・整理 ①調査方針の確認                                       

②資料収集                                       

③工事台帳の確認                                       

④資産整理・評価（過年度分）                                       

⑤資産整理・評価（新規取得分）                                       

⑥現場照合                                       

⑦投資・財源額等の整理                                       

⑧資産台帳作成（出力）                                       

⑨固定資産明細書作成                                       

(3)会計処理方針の整備 ①会計処理方針の確立                                       

②会計・予算部局との協議                                       

③勘定科目の整備                                       

(4)財務会計支援システムの整備 ①システム構築方針の整備                                       

②システム構築                                       

(5)資産管理支援システムの整備 ①システム構築方針の整備                                       

②システム構築                                       

(6)予算編成 ①法適後予算の編成                                       

(7)予定 BS作成 ①予定開始貸借対照表の作成                                       

(8)打切決算 ①従前の特別会計終了処理                                       

(9)条例等の整備 ①条例・規則の改廃                                       

(10)職員の研修 ①企業経営の理念研修                                       

②新予算編成及び決算                                       

③資産管理                                       

④企業会計システム操作                                       

(11)議会                                        

(12)金融機関指定 ①金融機関の指定                                       

(13)開始 BS 作成                                        

(14)税務署届                                        

(15)国への報告 ①総務大臣へ報告                             

第９章 法適用移行作業計画 
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法適用のための資産整理では、工事設計書を基本資料として使用するため、正確な資産整理を行う

ためにも引続き資料の保管を行うことが重要となる。 

決算書については、歳入・歳出とも費目の内、款ないしは目レベルでの集計をしてる状況である。

資産整理実施段階では節レベルでの整理が必要となり、特に人件費の分割（損益・資本）については

検討が必要である。 

資産整理実施段階では、残存する資料を基に間接費及び工事財源の配賦方法を検討する。

資産整理実施段階では、工事台帳を精査して法適用時に除却資産とすべきものを整理する必要があ

る。 

今後施設の補修、修繕、改築更新の事業が増加する。その際の予算の執行ルールを定めておく必要

がある。そのため修繕費支弁基準を作成し、法適用後に工事の執行予算を収益的支出とするか資本的

支出とするかの判定基準作りを行う。 

予算科目は導入するシステムとの連携を考慮して設定する。勘定科目は資産勘定科目、負債勘定科

目、資本勘定科目を各々設定することとなる。 

（５）修繕費支弁基準の作成 

第 10章 法適用に向けての課題 

第１節 資産整理について 

（１）工事設計書の保管 

（２）決算書の詳細調査 

（３）工事財源および間接費の配賦方法の検討 

（４）除却資産の整理 

第２節 システム構築について 

（１）予算科目と勘定科目の設定 
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システム設置のセキュリティ管理や帳票類の設定など関係各課との調整作業が発生する。 

研修には、企業経営の理念（職員への啓発）とシステムの演習が必要と考えるが、特に官庁経営か

ら企業経営へと変換ため、企業経営に対する上層部を含めた職員の研修が重要と考える。さらに法適

用前年度の 10月頃から法適用年度の予算の調製作業が始まり、地方公営企業会計方式での予算作成と

なるため、その前に研修を実施し、円滑な予算調製を目指す。 

 法適用日の前日をもって従前の特別会計の会計年度を終了する打切決算が必要となる。打ち切り決

算を行うにあたり、特例的収支の仕組みを十分に理解しておく必要がある。法適用前年度中に支払い

が完了するもの、しないものを明確に管理しておく必要がある。事前にプレ決算を行い、作業上の問

題点等の抽出に努めることも有効である。

（２）他課（契約・財政部局）との調整 

第３節 移行事務 

（１）職員の研修について 

（２）打ち切り決算について 
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概略財務諸表については、次の条件で作成する。 

※本シミュレーションは、上記条件で実施したものであり、算出された金額が法適用に使用できるものではない。ま

た詳細調査により金額が大きく変わることがあるため取り扱いについては十分注意が必要である。 

 作成した財務諸表を次に示す。

法適用後の財政シミュレーション 

第１節 概略財務諸表の作成 

１．計算は、平成 25 年 4月 1 日法適用 平成 25年度末決算状況を想定して実施 

２．資産取得価額、財源は下水道特別会計決算書から算出 

３．平成 25 年度の金額は、予算書の金額を計上 

４．決算書では、マンホールポンプ場の機械・電気の区分が不明確であったため、すべて管路施設

で資産を区分した。流域下水道建設負担金、土地、備品は別途区分した。 

５．耐用年数は、管路施設は 50 年、施設使用権は 35年、備品は 5年として減価償却計算を実施 

６．汚水、雨水の区分は不明確 

７．間接費、財源は、年度の建設改良に係る費用の比率で按分配賦 

８．資産の除却は考慮していない。建設に係る決算額＝資産の取得額としている。 

９．受贈財産については金額を計上していない。 

１０．作成する財務諸表は貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書。 



参考資料 

- 71 - 

貸借対照表（概略シミュレーション結果） 
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損益計算表（概略シミュレーション結果） 
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キャッシュフロー計算書（概略シミュレーション結果） 
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法適用後 5カ年の収支予測結果を示す。収支予測については次の条件のもと行う。 

                  表 1 5カ年の概略収支予測         （単位：百万円）

項目 H26 H27 H28 H29 H30 

収入 

①下水道使用料 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 

②繰入金 134 134 134 134 134 

③その他収入 8 8 8 8 8 

④長期前受収益額 407.0 414.0 422.4 429.2 437.1 

⑤建設費の長期前受金 467 378 440 587 543 

⑥⑤の長期前受金収益額 7.0 8.4 6.8 7.9 10.5 

合計＝①+②+③+④+⑥ 2,247.0 2,255.4 2,262.2 2,270.1 2,280.6 

支出 

④減価償却費 1,000 1,014 1,030 1,043 1,058 

⑤建設費 934 756 880 1,175 1,086 

⑥⑤の減価償却費 14 16 13 15 21 

⑦④＋⑥ 1,014 1,030 1,043 1,058 1,079 

⑧地方債利息 389 398 406 415 426 

⑨⑤の地方債 467 378 440 588 543 

⑩⑧の利息 9.3 7.5 8.8 11.7 10.8 

⑪⑧+⑩ 398.3 405.8 414.6 426.3 437.1 

⑪維持管理負担金 525 530 535 540 540 

⑫維持管理費 179 179 179 179 179 

⑬一般管理費等 132 132 132 132 132 

⑭その他支出 10 10 10 10 10 

合計＝⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫ 2,258.3 2,286.8 2,313.6 2,345.3 2,377.1 

収支 ▲ 11 ▲ 31 ▲ 51 ▲ 75 ▲ 97 

※百万円単位で丸めているため、前述の計算書と数値が若干異なる。

１．計算は、平成 25 年 4月 1 日法適用から 5カ年の収支予測を実施 

２．建設費の額は、中期ビジョンで記載されている金額（本計画書 P.12 図 2.17）を使用 

３．流域下水道維持管理負担金の額は、中期ビジョンで記載されている金額（本計画書 P.12 図

2.17）を使用 

３．その他の収入額、支出額は平成 25年度のものをスライドして使用 

４．地方債の利息は 2.0%と推定 

５．減価償却費、長期前受金収益額は、全て構築物（耐用年数 50 年）として算出 

６．償還による地方債利子の減少は考慮しない 

７．資産の除却は考慮しない 

第2節 収支予測の試算（概略値） 
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 前節の収支予測によると、法適用 2 年目から損益計算書上 11 百万円の赤字となる。その後も減価

償却費の増加、地方債利息の増加により赤字額が増加する。キャッシュフロー計算上は、現金不足に

はならないが、下水道事業の健全経営を目指すために赤字解消の対策を検討する必要がある。

 対策としては、①下水道使用料の改定による使用料収入の増加、②一般会計繰入金の増加の 2点が

あげられる。 

 「汚水私費、雨水公費」の原則に則り、資金繰りの検討を行う。下水道使用料は私費、一般会計繰

入金は公費に割り当てられるため、表 1で示す支出を汚水分、雨水分に分解する。分解の方法は、決

算統計の汚水処理費の総合計と雨水処理費の総合計の比率で按分する。これより汚水、雨水の比率は

次のとおりとなる。 

汚水：雨水＝95：5（事業開始当初からの事業費の割合）

雨汚水別の収支より、公費については一般会計繰入金で賄える状況であるが、私費については現状

の下水道使用料で賄えない状況である。 

              表 2 5 カ年の雨汚水別概略収支予測      （単位：百万円）

項目 
H26 H27 H28 H29 H30 

汚水 雨水 汚水 雨水 汚水 雨水 汚水 雨水 汚水 雨水 

収

入 

①下水道使用料 1,691   1,691   1,691   1,691   1,691   

②繰入金   134   134   134   134   134 

③長期前受金収益額 393 21 401 21 408 21 415 22 425 23 

④その他収入 8   8   8   8   8   

支出 2145 113 2172 115 2198 116 2228 117 2258 119 

収支 ▲53 42 ▲72 41 ▲91 40 ▲114 39 ▲134 38 

第3節 資金繰り検討（案） 



参考資料

- 76 - 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

＜参考＞平成 25 年度の地方公営企業繰出金について 総務省 総財公第 35号 平成 25 年 4 月 1 日  

（海老名市に関係する項目を抜粋） 

１ 雨水処理に要する経費 

(1) 趣旨 

雨水処理に要する経費について繰り出すための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

雨水処理に要する資本費及び維持管理費に相当する額とする。 

２ 下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費 

(1) 趣旨 

公共用水域の水質保全に資するために行う下水道に排除される下水の規制に関する事務に要す

る経費について繰り出すための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

特定施設の設置の届出の受理、計画変更命令、改善命令等に関する事務、排水設備等の検査に

関する事務及び除害施設に係る指導監督に関する事務(専ら下水道の施設又は機能の保全のため

に行う事務を除く。)に要する経費に相当する額とする。 

３ 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 

(1) 趣旨  

水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費の一部について繰り出すための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

水洗便所への改造命令及び排水設備に係る監督処分に関する事務に要する経費の２分の１とする。 

４ 不明水の処理に要する経費 

(1) 趣旨 

不明水の処理に要する経費について繰り出すための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

計画汚水量を定めるときに見込んだ地下水量を超える不明水の処理に要する維持管理費に相当

する額とする。 

５ 下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費 

(1) 趣旨 

平成 18 年度の下水道事業に係る地方財政措置の変更に伴い発行した下水道事業債(特別措置

分)の元利償還金について繰り出すための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

下水道事業債(特別措置分)の元利償還金に相当する額とする。 

６ その他 

(1) 趣旨 

下水道普及特別対策要綱(平成８年４月１日付け自治準企第 93 号)により実施された事業に係

る下水道事業債(普及特別対策分)並びに緊急下水道整備特定事業実施要綱(平成８年４月１日付

け建設省都下公発第 145 号及び自治準第 90 号共同通知)及び農業集落排水緊急整備事業実施要綱

(平成５年４月１日付け５構改 D第 41 号及び自治準企第 90 号共同通知)により実施された事業に

係る下水道事業債(臨時措置分)並びに平成 5年度の国庫補助負担率の恒久化に伴い、平成 12年度

までに許可された下水道事業債(特例措置分)の元利償還金について繰り出すための経費である。 

(2) 繰出しの基準 

ア 下水道事業債(普及特別対策分)の元利償還金の 55％に相当する額とする。 

イ 下水道事業債(臨時措置分)及び下水道事業債(特例措置分)の元利償還金に相当する額とする。 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


